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調
査
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=
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今
年
度
調
査

(n
=

4,
60

9)

ル
ー
ル
は
必
要
で
あ
り
、
現
在
の
開
始
時
期
が
よ
い

ル
ー
ル
は
必
要
だ
が
、
現
在
の
開
始
時
期
よ
り
早
い
方
が
よ
い

ル
ー
ル
は
必
要
だ
が
、
現
在
の
開
始
時
期
よ
り
遅
い
方
が
よ
い


学

生
が

学
修

時
間

を
確

保
し

な
が

ら
安

心
し

て
就

職
活

動
に

取
り組

め
る
こと
が
重

要
。


経
済
団
体
及
び
学
生
向
け
調
査
で
は
、就

活
ル

ー
ル

が
必

要
との

回
答

が
7割

に
上

り、
就

活
ル

ー
ル

が
一

定
の

役
割
。


今

年
度
末
の
卒
業
・修
了
予
定
者
の
就
職
・採
用
活
動
は
、企

業
説
明
会
等
の
参

加
の
ピ
ー
クを
９
月
以
前
と回

答
した
者
の
割
合
が
上
昇
す
る
な
ど、

早
期

化
が

や
や

進
行
。外

資
系
企
業
の
内
々
定
は
、国

内
企
業
に
比
べ
て
早
い
傾
向
。


本
年
４
月
、日

本
経
済
団
体
連
合
会
と大

学
関
係
団
体
等
の
代
表
者
に
よ
り構

成
され
る

産
学

協
議

会
は

、イ
ン

タ
ー

ン
シ

ップ
等

を
類

型
化

し
、2

02
4年

度
末

卒
業

・
修

了
予

定
者

を
対

象
に

、一
定

の
条

件
※

を
満

た
し

た
も

の
に

つ
い

て
、採

用
活

動
で

学
生

情
報

を
活

用
で

き
る

こと
を

公
表
。そ
れ
を
受
け
、政

府
も
イン
ター
ン
シ
ップ
等
の

取
扱
に
関
す
る
合
意
（
３
省
合
意
）
を
改
正
。学

生
の
キ
ャリ
ア
形
成
支
援
の
充
実

を
通
じて
、学

生
の
キ
ャリ
ア
形
成
や
企
業
との
マ
ッチ
ン
グ
促
進
な
ど、

学
生

・企
業

の
双

方
に

メ
リッ

ト
の

あ
る

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ップ
が

行
わ

れ
る

こと
を

強
く期

待
。

※
就
業
体
験
要
件
、指

導
要
件
、実

施
期
間
要
件
、実

施
時
期
要
件
、情

報
開
示
要
件
の
５
つ
を

満
た
す
も
の


20

24
年

度
末

卒
業

・修
了

予
定

者
（

現
2年

生
/学

部
4年

生
）
に
つ
い
て
は
、従

来
と同

じ
広

報
活

動
3月

・採
用

選
考

活
動

６
月

・正
式

内
定

10
月
とい
う就

活
ル
ー
ル
の
遵
守
等
を
本
年
度
末
を
目
途
に
要
請
予
定
。


20

25
年

度
末

卒
業

・修
了

予
定

者
（

現
１

年
生

/学
部

３
年

生
）
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
経
済
界
や
大
学
側
とも
対
話
しな
が
ら、
関
係
省
庁
に
お
い
て
検
討
。学

生
の
学
修
時
間
の
確
保
に
十
分
留
意
しつ
つ
、通

年
採
用
・経
験
者
採
用
の
拡
大
な
ど

企
業
に
お
け
る
採
用
・キ
ャリ
ア
パ
ス
の
多
様
化
・複
線
化
の
進
展
、専

門
性
の
高
い
人

材
や
留
学
生
な
ど多

様
な
人
材
の
活
躍
推
進
の
観
点
、質

の
高
い
イン
ター
ン
シ
ップ
の

実
施
とそ
の
活
用
に
よ
る
、学

生
の
キ
ャリ
ア
形
成
支
援
の
充
実
や
企
業
との
マ
ッチ
ン
グ

促
進
な
どに
資
す
る
観
点
な
ども
踏
ま
え
な
が
ら、
専
門
性
の
高
い
人
材
に
関
す
る
採
用

日
程
の
弾
力
化
を
含
め
、速

や
か

に
検

討
。

20
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 ポ
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部
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・採
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日
程
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議
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定
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30
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）

月月
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年 月 日求求人人申申込込書書（（高高卒卒）） 受付年月日 《令和》

求人

事業所名：

霞ヶ関電子工業 株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

あらかじめ事業所の住所を管轄するハロー求求人人区区分分

《《令令和和 》》

｢公開希望｣
各高等学校の進路指導教諭に対して､高卒
就職情報WEB提供サービスで求人情報を
公開することを希望する場合には｢１.事業
所名等を含む求人情報を公開する｣を選択
し､希望しない場合には｢４.求人情報を公
開しない｣を選択してください｡

求人
区分

霞ヶ関電子工業　株式会社 １３０７ ９４０６２１ １

求人の対象年度 　（　２０２１　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

就 １ 派遣・請負ではない 雇

仕仕事事内内容容

｢仕事の内容｣
学生が最も重要視する項目の一つです。
詳しく説明することで、求職者の方の疑
問やとまどいを解消し、応募者が増える
ことにつながります。応募者の目線に
⽴って詳細かつ分かりやすい内容で記⼊
して下さい。

｢就業形態 雇用形態｣

２０２４ ３

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

就
業

形

態

１．派遣・請負ではない
２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇
用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　
　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒 100 0000

｢就業形態・雇用形態｣
･該当する数字に○を記⼊してください｡
･雇用形態の｢２.正社員以外｣を選んだ場合
は､｢正社員以外の名称｣に準社員､期間社員
などの具体的な名称を記⼊してください｡
･無期派遣労働者については誤解を招かない
よう｢１.正社員｣ではなく､｢４.無期雇用派
遣労働者｣としてください。

｢雇用期間｣
定めありの場合は期間を明示してください。

東京都千代田区○○○１－×－×

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

受動喫煙対策

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
喫煙できる部屋がある

     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

〒  100－0000

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

｢契約更新の可能性｣
･｢雇用期間｣欄で｢あり｣と回答した場合に
記⼊してください｡
･契約更新の可能性｢あり｣の場合には､｢原
則更新｣か｢条件付きで更新あり｣のいずれ
かを選択し､更新の際の条件などについて
｢補足事項｣欄に詳しく記⼊してください｡

｢試用期間｣
試用期間がある場合はその期間を｢補足事

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

月平均

項｣欄に記⼊するとともに､労働条件が異な
る場合はその内容も｢補足事項｣欄に記⼊し
てください｡

｢就業場所｣
本社で採用事務を一括処理する等により､
求人申込み時にその就業場所が特定できな
い場合は､就業可能性のある工場･支店等を
記⼊し､｢補足事項｣欄に就業場所決定の方
法･時期等を記⼊してください｡

1 3

2 4

賃金・
手当

等 基本給（a) 165,000　円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし

て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当 30,000 円 手当 円

手当 円 手当

営業

賃賃金金 手手当当

｢転勤の可能性｣
転勤の可能性がある場合は､｢あり｣を選択
するとともに､｢補足事項｣欄に可能性のあ
る地域を記⼊してください｡

｢受動喫煙対策｣
･受動喫煙対策の有無を選択してください｡
なお､｢その他｣を選択した場合は､｢受動喫
煙対策に関する特記事項｣欄に記⼊してく
ださい｡
･｢受動喫煙対策｣で｢喫煙室設置｣を選択し

賃賃金金・・手手当当

｢固定残業代｣

固定残業代がある場合は｢あり｣
を選択し､額を記⼊します｡その
上で､｢固定残業代に関する特記
事項｣欄に｢時間外手当は､時間
外労働の有無にかかわらず､固
定残業代として支給し､●時間
を超える時間外労働は追加で支

｢賃⾦形態等｣

該当する数字に○を記⼊してく
ださい｡

月給･･･月額を決めて支給。
日給･･･日額を決めて勤務日数

に応じて支給。
時給･･･時間額を決めて勤務

｢基本給｣

｢基本給｣欄には､初任給の額を
記⼊してください(固定残業代
や各種手当は含めないでくださ
い)｡また､記⼊した賃⾦に応じ
て､｢現⾏｣か｢確定｣のいずれか
を選択してください｡
※｢現⾏｣:申込み時点で賃⾦額
の確定が困難な場合､当該年

た場合は､｢喫煙のみを⾏う部屋がある｣､
｢喫煙できる室(飲食サービス提供あり)が
ある｣､｢加熱式たばこのみの喫煙ができる
室がある｣等を｢受動喫煙対策に関する特
記事項｣欄に記⼊してください｡

｢マイカー通勤｣
･｢可｣の場合は駐⾞場の有無や有料か無料
等の情報を｢求人条件にかかる特記事項｣
欄に記⼊してください｡
･通学が｢可｣で配慮(時間配慮､賃⾦補助等)
がある場合は ⻘少年雇用情報の｢２(２) を超える時間外労働は追加で支

給｣と記⼊してください｡
時間数に応じて支給。

年俸制･･･年額を決めて､各月に
配分して支給。

その他･･･具体的に明示して
ください。

の確定が困難な場合､当該年
の新規高等学校卒業者採用者
の現⾏の賃⾦額とする｡

基本給は､月給制の場合にはそ
の額を､月給制以外の場合には
１日の所定労働時間､月平均労
働日数等から算出した月額を記
⼊してください｡

がある場合は､⻘少年雇用情報の｢２(２)
自己啓発支援の有無及びその内容｣欄に
詳しい情報を記⼊してください｡

｢必要な知識・技能等｣
高校生の採用は未経験者の採用が基本です｡
できる限り応募の機会を広げていただくよ
うお願いします｡

円

円

1 円 3

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支
払われる 手当 10,000 手当 円資格

賃⾦・手当ワークにおいて事業所登録が必要です。

｢手当｣
｢定額的に支払われる手当｣とは､毎賃⾦
支払時に全員に決まって支給される賃
⾦をいいます｡定額的に支払われる手当
の他､家族手当、皆勤手当等、個人の状
態･実績に応じて支払われる手当等があ

50,000

10,000

2 円 4

日 日

円 ％

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

賃金・
手当

手当

（手当名は

全角6文字

以内）
手当 5,000 手当 円

25

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

2,500 又は 昇給率：

皆勤

労働時間

10,000資格

態 実績に応じて支払われる手当等があ
る場合は､｢求人条件にかかる特記事項｣
欄にその内容を記⼊してください｡

｢就業時間｣
※法定労働時間にご注意ください｡必要
に応じて就業規則や各種届出の内容を
確認させていただく場合があります

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

賞与
２．制度なし 回数 2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　 4.5ヶ月分 又は

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業

18

確認させていただく場合があります｡
・１.交替制（シフト制）について
交替制により就業時間が異なる場合
に選択し、「就業時間１」〜「就業
時間３」にそれぞれの就業時間帯を
⼊⼒してください。一定期間（１週
間や１ヶ月など）ごとに作成される
勤務割りなどにおいて労働時間が確
定されるような場合は、「補足事
項」欄にシフト作成・変更の手続
き・ルール、労働日、労働時間など
の設定に関する基本的な考え方を具2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

時間

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他：

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

10

の設定に関する基本的な考え方を具
体的に⼊⼒してください。

・２.｢フレックスタイム制｣について
｢就業時間１｣に標準となる一日の
就業時間を記⼊し､｢補足事項｣欄に
フレキシブルタイム･コアタイムの
就業時間帯を記⼊してください｡

・３.｢裁量労働制｣について
特に指定がなければ「就業時間１」
に記⼊する必要はありませんが、
「補足事項」欄に詳細を記⼊してく
ださい　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

字以内） その他：
　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり

保険・

事業所登
録情報と
条件が異

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上
２．なし

ださい。
例：「裁量労働制（○○業務型）
により、出退社の時刻は自由であ
り、○時間勤務したものとみなす」

※｢就業時間１｣に記⼊する場合は､
実態･目安であることを｢補足事項｣欄
に記⼊してください｡

・４.｢変形労働時間制｣について
特に指定がなければ｢就業時間１｣に
記⼊する必要はありませんが､
｢補足事項｣欄に､具体的に記⼊してく

１．あり
上限年齢：

２．なし

１．あり
上限年齢：

２．なし

年金・
定年
等

条件が異
なる場合
のみ記入 定年制

１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢 70   歳まで
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

ださい。
例：｢変形労働制により始業は●時〜
●時､終業は●時〜●時とし､シフト
制で決定する｣(一ヶ月単位の場合)

｢３６協定における特別条項あり｣
特別条項付きの３６協定を締結してい
る場合は「あり」を選択し、「特別な
事情・期間等」欄に記⼊してください。
例：｢○○のとき(特別な事情)は、１日
○時間まで ○回を限度として１ 月

保険・年⾦・定年等
｢企業年⾦｣

事業所登録の内容と異なる場合は､下記の
いずれかを記⼊してください｡

○時間まで、○回を限度として１ヶ月
○時間まで､年に○時間できる｣

｢休日等｣
｢週休二日制｣欄には､下記の該当する
数字に○を記⼊してください｡
１.毎週･･･完全週休二日制を実施して

いる場合
２.なし･･･週休二日制を実施していな

い場合
他 それ以外 形態 週休

｢⼊居可能住宅｣

⼊居可能な住宅がある場合に該当する項目｢１.単身用あ
り｣ ｢２ 世帯用あり｣ ⼊居可能な住宅がな 場合は｢３いずれかを記⼊してください｡

１．厚生年⾦基⾦
２．確定拠出年⾦
３．確定給付年⾦

３.その他･･･それ以外の形態で週休二
日制を実施している場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇
がある場合は､｢その他｣欄に記⼊して
ください｡

り｣､｢２.世帯用あり｣､⼊居可能な住宅がない場合は｢３.
なし｣を選択してください｡なお､利用条件や宿舎費用な
どの詳細､空きが出れば利用可能な住宅がある場合等は
｢求人条件にかかる特記事項｣欄に記⼊してください｡
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年 月 日求求人人申申込込書書（（高高卒卒）） 受付年月日 《令和》

求人

事業所名：

霞ヶ関電子工業 株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

あらかじめ事業所の住所を管轄するハロー求求人人区区分分

《《令令和和 》》

｢公開希望｣
各高等学校の進路指導教諭に対して､高卒
就職情報WEB提供サービスで求人情報を
公開することを希望する場合には｢１.事業
所名等を含む求人情報を公開する｣を選択
し､希望しない場合には｢４.求人情報を公
開しない｣を選択してください｡

求人
区分

霞ヶ関電子工業　株式会社 １３０７ ９４０６２１ １

求人の対象年度 　（　２０２１　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

就 １ 派遣・請負ではない 雇

仕仕事事内内容容

｢仕事の内容｣
学生が最も重要視する項目の一つです。
詳しく説明することで、求職者の方の疑
問やとまどいを解消し、応募者が増える
ことにつながります。応募者の目線に
⽴って詳細かつ分かりやすい内容で記⼊
して下さい。

｢就業形態 雇用形態｣

２０２４ ３

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

就
業

形

態

１．派遣・請負ではない
２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇
用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　
　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒 100 0000

｢就業形態・雇用形態｣
･該当する数字に○を記⼊してください｡
･雇用形態の｢２.正社員以外｣を選んだ場合
は､｢正社員以外の名称｣に準社員､期間社員
などの具体的な名称を記⼊してください｡
･無期派遣労働者については誤解を招かない
よう｢１.正社員｣ではなく､｢４.無期雇用派
遣労働者｣としてください。

｢雇用期間｣
定めありの場合は期間を明示してください。

東京都千代田区○○○１－×－×

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

受動喫煙対策

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
喫煙できる部屋がある

     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

〒  100－0000

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

｢契約更新の可能性｣
･｢雇用期間｣欄で｢あり｣と回答した場合に
記⼊してください｡
･契約更新の可能性｢あり｣の場合には､｢原
則更新｣か｢条件付きで更新あり｣のいずれ
かを選択し､更新の際の条件などについて
｢補足事項｣欄に詳しく記⼊してください｡

｢試用期間｣
試用期間がある場合はその期間を｢補足事

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

月平均

項｣欄に記⼊するとともに､労働条件が異な
る場合はその内容も｢補足事項｣欄に記⼊し
てください｡

｢就業場所｣
本社で採用事務を一括処理する等により､
求人申込み時にその就業場所が特定できな
い場合は､就業可能性のある工場･支店等を
記⼊し､｢補足事項｣欄に就業場所決定の方
法･時期等を記⼊してください｡

1 3

2 4

賃金・
手当

等 基本給（a) 165,000　円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし

て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当 30,000 円 手当 円

手当 円 手当

営業

賃賃金金 手手当当

｢転勤の可能性｣
転勤の可能性がある場合は､｢あり｣を選択
するとともに､｢補足事項｣欄に可能性のあ
る地域を記⼊してください｡

｢受動喫煙対策｣
･受動喫煙対策の有無を選択してください｡
なお､｢その他｣を選択した場合は､｢受動喫
煙対策に関する特記事項｣欄に記⼊してく
ださい｡
･｢受動喫煙対策｣で｢喫煙室設置｣を選択し

賃賃金金・・手手当当

｢固定残業代｣

固定残業代がある場合は｢あり｣
を選択し､額を記⼊します｡その
上で､｢固定残業代に関する特記
事項｣欄に｢時間外手当は､時間
外労働の有無にかかわらず､固
定残業代として支給し､●時間
を超える時間外労働は追加で支

｢賃⾦形態等｣

該当する数字に○を記⼊してく
ださい｡

月給･･･月額を決めて支給。
日給･･･日額を決めて勤務日数

に応じて支給。
時給･･･時間額を決めて勤務

｢基本給｣

｢基本給｣欄には､初任給の額を
記⼊してください(固定残業代
や各種手当は含めないでくださ
い)｡また､記⼊した賃⾦に応じ
て､｢現⾏｣か｢確定｣のいずれか
を選択してください｡
※｢現⾏｣:申込み時点で賃⾦額
の確定が困難な場合､当該年

た場合は､｢喫煙のみを⾏う部屋がある｣､
｢喫煙できる室(飲食サービス提供あり)が
ある｣､｢加熱式たばこのみの喫煙ができる
室がある｣等を｢受動喫煙対策に関する特
記事項｣欄に記⼊してください｡

｢マイカー通勤｣
･｢可｣の場合は駐⾞場の有無や有料か無料
等の情報を｢求人条件にかかる特記事項｣
欄に記⼊してください｡
･通学が｢可｣で配慮(時間配慮､賃⾦補助等)
がある場合は ⻘少年雇用情報の｢２(２) を超える時間外労働は追加で支

給｣と記⼊してください｡
時間数に応じて支給。

年俸制･･･年額を決めて､各月に
配分して支給。

その他･･･具体的に明示して
ください。

の確定が困難な場合､当該年
の新規高等学校卒業者採用者
の現⾏の賃⾦額とする｡

基本給は､月給制の場合にはそ
の額を､月給制以外の場合には
１日の所定労働時間､月平均労
働日数等から算出した月額を記
⼊してください｡

がある場合は､⻘少年雇用情報の｢２(２)
自己啓発支援の有無及びその内容｣欄に
詳しい情報を記⼊してください｡

｢必要な知識・技能等｣
高校生の採用は未経験者の採用が基本です｡
できる限り応募の機会を広げていただくよ
うお願いします｡

円

円

1 円 3

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支
払われる 手当 10,000 手当 円資格

賃⾦・手当ワークにおいて事業所登録が必要です。

｢手当｣
｢定額的に支払われる手当｣とは､毎賃⾦
支払時に全員に決まって支給される賃
⾦をいいます｡定額的に支払われる手当
の他､家族手当、皆勤手当等、個人の状
態･実績に応じて支払われる手当等があ

50,000

10,000

2 円 4

日 日

円 ％

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

賃金・
手当

手当

（手当名は

全角6文字

以内）
手当 5,000 手当 円
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２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

2,500 又は 昇給率：

皆勤

労働時間

10,000資格

態 実績に応じて支払われる手当等があ
る場合は､｢求人条件にかかる特記事項｣
欄にその内容を記⼊してください｡

｢就業時間｣
※法定労働時間にご注意ください｡必要
に応じて就業規則や各種届出の内容を
確認させていただく場合があります

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

賞与
２．制度なし 回数 2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　 4.5ヶ月分 又は

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業

18

確認させていただく場合があります｡
・１.交替制（シフト制）について
交替制により就業時間が異なる場合
に選択し、「就業時間１」〜「就業
時間３」にそれぞれの就業時間帯を
⼊⼒してください。一定期間（１週
間や１ヶ月など）ごとに作成される
勤務割りなどにおいて労働時間が確
定されるような場合は、「補足事
項」欄にシフト作成・変更の手続
き・ルール、労働日、労働時間など
の設定に関する基本的な考え方を具2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

時間

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他：

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

10

の設定に関する基本的な考え方を具
体的に⼊⼒してください。

・２.｢フレックスタイム制｣について
｢就業時間１｣に標準となる一日の
就業時間を記⼊し､｢補足事項｣欄に
フレキシブルタイム･コアタイムの
就業時間帯を記⼊してください｡

・３.｢裁量労働制｣について
特に指定がなければ「就業時間１」
に記⼊する必要はありませんが、
「補足事項」欄に詳細を記⼊してく
ださい　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

字以内） その他：
　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり

保険・

事業所登
録情報と
条件が異

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上
２．なし

ださい。
例：「裁量労働制（○○業務型）
により、出退社の時刻は自由であ
り、○時間勤務したものとみなす」

※｢就業時間１｣に記⼊する場合は､
実態･目安であることを｢補足事項｣欄
に記⼊してください｡

・４.｢変形労働時間制｣について
特に指定がなければ｢就業時間１｣に
記⼊する必要はありませんが､
｢補足事項｣欄に､具体的に記⼊してく

１．あり
上限年齢：

２．なし

１．あり
上限年齢：

２．なし

年金・
定年
等

条件が異
なる場合
のみ記入 定年制

１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢 70   歳まで
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

ださい。
例：｢変形労働制により始業は●時〜
●時､終業は●時〜●時とし､シフト
制で決定する｣(一ヶ月単位の場合)

｢３６協定における特別条項あり｣
特別条項付きの３６協定を締結してい
る場合は「あり」を選択し、「特別な
事情・期間等」欄に記⼊してください。
例：｢○○のとき(特別な事情)は、１日
○時間まで ○回を限度として１ 月

保険・年⾦・定年等
｢企業年⾦｣

事業所登録の内容と異なる場合は､下記の
いずれかを記⼊してください｡

○時間まで、○回を限度として１ヶ月
○時間まで､年に○時間できる｣

｢休日等｣
｢週休二日制｣欄には､下記の該当する
数字に○を記⼊してください｡
１.毎週･･･完全週休二日制を実施して

いる場合
２.なし･･･週休二日制を実施していな

い場合
他 それ以外 形態 週休

｢⼊居可能住宅｣

⼊居可能な住宅がある場合に該当する項目｢１.単身用あ
り｣ ｢２ 世帯用あり｣ ⼊居可能な住宅がな 場合は｢３いずれかを記⼊してください｡

１．厚生年⾦基⾦
２．確定拠出年⾦
３．確定給付年⾦

３.その他･･･それ以外の形態で週休二
日制を実施している場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇
がある場合は､｢その他｣欄に記⼊して
ください｡

り｣､｢２.世帯用あり｣､⼊居可能な住宅がない場合は｢３.
なし｣を選択してください｡なお､利用条件や宿舎費用な
どの詳細､空きが出れば利用可能な住宅がある場合等は
｢求人条件にかかる特記事項｣欄に記⼊してください｡

− 28 − − 29 −

年 月 日求求人人申申込込書書（（高高卒卒）） 受付年月日 《令和》

求人

事業所名：

霞ヶ関電子工業 株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

あらかじめ事業所の住所を管轄するハロー求求人人区区分分

《《令令和和 》》

｢公開希望｣
各高等学校の進路指導教諭に対して､高卒
就職情報WEB提供サービスで求人情報を
公開することを希望する場合には｢１.事業
所名等を含む求人情報を公開する｣を選択
し､希望しない場合には｢４.求人情報を公
開しない｣を選択してください｡

求人
区分

霞ヶ関電子工業　株式会社 １３０７ ９４０６２１ １

求人の対象年度 　（　２０２１　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

就 １ 派遣・請負ではない 雇

仕仕事事内内容容

｢仕事の内容｣
学生が最も重要視する項目の一つです。
詳しく説明することで、求職者の方の疑
問やとまどいを解消し、応募者が増える
ことにつながります。応募者の目線に
⽴って詳細かつ分かりやすい内容で記⼊
して下さい。

｢就業形態 雇用形態｣

２０２４ ３

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

就
業

形

態

１．派遣・請負ではない
２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇
用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　
　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒 100 0000

｢就業形態・雇用形態｣
･該当する数字に○を記⼊してください｡
･雇用形態の｢２.正社員以外｣を選んだ場合
は､｢正社員以外の名称｣に準社員､期間社員
などの具体的な名称を記⼊してください｡
･無期派遣労働者については誤解を招かない
よう｢１.正社員｣ではなく､｢４.無期雇用派
遣労働者｣としてください。

｢雇用期間｣
定めありの場合は期間を明示してください。

東京都千代田区○○○１－×－×

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

受動喫煙対策

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
喫煙できる部屋がある

     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

〒  100－0000

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

｢契約更新の可能性｣
･｢雇用期間｣欄で｢あり｣と回答した場合に
記⼊してください｡
･契約更新の可能性｢あり｣の場合には､｢原
則更新｣か｢条件付きで更新あり｣のいずれ
かを選択し､更新の際の条件などについて
｢補足事項｣欄に詳しく記⼊してください｡

｢試用期間｣
試用期間がある場合はその期間を｢補足事

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

月平均

項｣欄に記⼊するとともに､労働条件が異な
る場合はその内容も｢補足事項｣欄に記⼊し
てください｡

｢就業場所｣
本社で採用事務を一括処理する等により､
求人申込み時にその就業場所が特定できな
い場合は､就業可能性のある工場･支店等を
記⼊し､｢補足事項｣欄に就業場所決定の方
法･時期等を記⼊してください｡

1 3

2 4

賃金・
手当

等 基本給（a) 165,000　円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし

て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当 30,000 円 手当 円

手当 円 手当

営業

賃賃金金 手手当当

｢転勤の可能性｣
転勤の可能性がある場合は､｢あり｣を選択
するとともに､｢補足事項｣欄に可能性のあ
る地域を記⼊してください｡

｢受動喫煙対策｣
･受動喫煙対策の有無を選択してください｡
なお､｢その他｣を選択した場合は､｢受動喫
煙対策に関する特記事項｣欄に記⼊してく
ださい｡
･｢受動喫煙対策｣で｢喫煙室設置｣を選択し

賃賃金金・・手手当当

｢固定残業代｣

固定残業代がある場合は｢あり｣
を選択し､額を記⼊します｡その
上で､｢固定残業代に関する特記
事項｣欄に｢時間外手当は､時間
外労働の有無にかかわらず､固
定残業代として支給し､●時間
を超える時間外労働は追加で支

｢賃⾦形態等｣

該当する数字に○を記⼊してく
ださい｡

月給･･･月額を決めて支給。
日給･･･日額を決めて勤務日数

に応じて支給。
時給･･･時間額を決めて勤務

｢基本給｣

｢基本給｣欄には､初任給の額を
記⼊してください(固定残業代
や各種手当は含めないでくださ
い)｡また､記⼊した賃⾦に応じ
て､｢現⾏｣か｢確定｣のいずれか
を選択してください｡
※｢現⾏｣:申込み時点で賃⾦額
の確定が困難な場合､当該年

た場合は､｢喫煙のみを⾏う部屋がある｣､
｢喫煙できる室(飲食サービス提供あり)が
ある｣､｢加熱式たばこのみの喫煙ができる
室がある｣等を｢受動喫煙対策に関する特
記事項｣欄に記⼊してください｡

｢マイカー通勤｣
･｢可｣の場合は駐⾞場の有無や有料か無料
等の情報を｢求人条件にかかる特記事項｣
欄に記⼊してください｡
･通学が｢可｣で配慮(時間配慮､賃⾦補助等)
がある場合は ⻘少年雇用情報の｢２(２) を超える時間外労働は追加で支

給｣と記⼊してください｡
時間数に応じて支給。

年俸制･･･年額を決めて､各月に
配分して支給。

その他･･･具体的に明示して
ください。

の確定が困難な場合､当該年
の新規高等学校卒業者採用者
の現⾏の賃⾦額とする｡

基本給は､月給制の場合にはそ
の額を､月給制以外の場合には
１日の所定労働時間､月平均労
働日数等から算出した月額を記
⼊してください｡

がある場合は､⻘少年雇用情報の｢２(２)
自己啓発支援の有無及びその内容｣欄に
詳しい情報を記⼊してください｡

｢必要な知識・技能等｣
高校生の採用は未経験者の採用が基本です｡
できる限り応募の機会を広げていただくよ
うお願いします｡

円

円

1 円 3

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支
払われる 手当 10,000 手当 円資格

賃⾦・手当ワークにおいて事業所登録が必要です。

｢手当｣
｢定額的に支払われる手当｣とは､毎賃⾦
支払時に全員に決まって支給される賃
⾦をいいます｡定額的に支払われる手当
の他､家族手当、皆勤手当等、個人の状
態･実績に応じて支払われる手当等があ

50,000

10,000

2 円 4

日 日

円 ％

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

賃金・
手当

手当

（手当名は

全角6文字

以内）
手当 5,000 手当 円

25

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

2,500 又は 昇給率：

皆勤

労働時間

10,000資格

態 実績に応じて支払われる手当等があ
る場合は､｢求人条件にかかる特記事項｣
欄にその内容を記⼊してください｡

｢就業時間｣
※法定労働時間にご注意ください｡必要
に応じて就業規則や各種届出の内容を
確認させていただく場合があります

1 回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

2 回 賞与額： 円 ～ 円

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

賞与
２．制度なし 回数 2.0 又は

一般労働者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　 4.5ヶ月分 又は

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業

18

確認させていただく場合があります｡
・１.交替制（シフト制）について
交替制により就業時間が異なる場合
に選択し、「就業時間１」〜「就業
時間３」にそれぞれの就業時間帯を
⼊⼒してください。一定期間（１週
間や１ヶ月など）ごとに作成される
勤務割りなどにおいて労働時間が確
定されるような場合は、「補足事
項」欄にシフト作成・変更の手続
き・ルール、労働日、労働時間など
の設定に関する基本的な考え方を具2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

時間

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他：

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

10

の設定に関する基本的な考え方を具
体的に⼊⼒してください。

・２.｢フレックスタイム制｣について
｢就業時間１｣に標準となる一日の
就業時間を記⼊し､｢補足事項｣欄に
フレキシブルタイム･コアタイムの
就業時間帯を記⼊してください｡

・３.｢裁量労働制｣について
特に指定がなければ「就業時間１」
に記⼊する必要はありませんが、
「補足事項」欄に詳細を記⼊してく
ださい　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

字以内） その他：
　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり

保険・

事業所登
録情報と
条件が異

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上
２．なし

ださい。
例：「裁量労働制（○○業務型）
により、出退社の時刻は自由であ
り、○時間勤務したものとみなす」

※｢就業時間１｣に記⼊する場合は､
実態･目安であることを｢補足事項｣欄
に記⼊してください｡

・４.｢変形労働時間制｣について
特に指定がなければ｢就業時間１｣に
記⼊する必要はありませんが､
｢補足事項｣欄に､具体的に記⼊してく

１．あり
上限年齢：

２．なし

１．あり
上限年齢：

２．なし

年金・
定年
等

条件が異
なる場合
のみ記入 定年制

１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢 70   歳まで
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

上限年齢 歳まで　
２．なし

ださい。
例：｢変形労働制により始業は●時〜
●時､終業は●時〜●時とし､シフト
制で決定する｣(一ヶ月単位の場合)

｢３６協定における特別条項あり｣
特別条項付きの３６協定を締結してい
る場合は「あり」を選択し、「特別な
事情・期間等」欄に記⼊してください。
例：｢○○のとき(特別な事情)は、１日
○時間まで ○回を限度として１ 月

保険・年⾦・定年等
｢企業年⾦｣

事業所登録の内容と異なる場合は､下記の
いずれかを記⼊してください｡

○時間まで、○回を限度として１ヶ月
○時間まで､年に○時間できる｣

｢休日等｣
｢週休二日制｣欄には､下記の該当する
数字に○を記⼊してください｡
１.毎週･･･完全週休二日制を実施して

いる場合
２.なし･･･週休二日制を実施していな

い場合
他 それ以外 形態 週休

｢⼊居可能住宅｣

⼊居可能な住宅がある場合に該当する項目｢１.単身用あ
り｣ ｢２ 世帯用あり｣ ⼊居可能な住宅がな 場合は｢３いずれかを記⼊してください｡

１．厚生年⾦基⾦
２．確定拠出年⾦
３．確定給付年⾦

３.その他･･･それ以外の形態で週休二
日制を実施している場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇
がある場合は､｢その他｣欄に記⼊して
ください｡

り｣､｢２.世帯用あり｣､⼊居可能な住宅がない場合は｢３.
なし｣を選択してください｡なお､利用条件や宿舎費用な
どの詳細､空きが出れば利用可能な住宅がある場合等は
｢求人条件にかかる特記事項｣欄に記⼊してください｡

− 28 − − 29 −
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人 人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

求人数 通勤： 住込： 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

年 月 日

1 0

選考方法

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

2 年 10 月 1 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

事業所所在地と じ 事業所情報 登録 た就業場所名称 選考場所を記

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　　　　　　　　　　　　                                           

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

｢求人数｣

求人者が⼊居可能住宅を用意しない
場合には｢通勤｣､用意した住宅に⼊
居することを条件とするときは｢住
込｣､雇い⼊れる労働者の希望があれ
ば用意するときは｢不問｣に記⼊して
ください｡

７

5

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

※事業所登録情報と異なる場合に記入

｢既卒者等の応募可否･⼊社日｣

高卒既卒者の応募の可否を選択して
ください｡応募可の場合､｢既卒者等
の⼊社日｣欄に⼊社日の詳細を記⼊
してください｡

- -

- -選考
方法

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者 電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

特別 支払われ 手当

・試用期間３ヶ月
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。
・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。
【ユースエール認定企業】事業所ＰＲシートあり
ポータルサイト（http://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/）でご覧になれます。

｢応募前職場⾒学｣

生徒に応募先選定･確認の機会をで
きる限り与えるため､積極的な受⼊
れをお願いいたします｡｢応募前職場
⾒学｣の可否について､｢可｣を選択し
た場合には､｢随時｣又は｢補足事項欄

Eメールアドレス

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県：

都道府県：

都道府県：

参照｣を選択し､｢補足事項欄参照｣を
選択した場合には｢補足事項｣欄に詳
細を記⼊してください｡
なお､応募前職場⾒学は､生徒が事

前に職業や職場への理解を深め､適
切な職業選択や､事前の理解不⾜に
よる就職後の早期離職の防⽌を目的
として⾏っていただくものです｡こ
のことをご理解いただき､応募前職
場⾒学が求人者の採用選考の場とな 紹介希望安定所： 求人連絡数： 人都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

場⾒学が求人者の採用選考の場とな
らないよう十分にご注意ください｡

｢選考方法｣

選考方法において､｢その他｣を選択
した場合は､詳細を｢その他の選考方
法｣欄に記⼊してください また 適 (全角600文字以内）法｣欄に記⼊してください｡また､適
性検査の具体的な検査名も､｢その他
の選考方法｣欄に記⼊してください｡

｢受付期間｣
｢選考日｣

高校生の推薦開始期日は 推薦文書

｢補⾜事項｣
｢求人条件にかかる特記事項｣

高校生の推薦開始期日は､推薦文書
の到達が９月５日(沖縄県について
は８月30日)以降となっています｡
また､選考開始期日は９月16日以降
となっています｡ご注意ください｡

各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記⼊してください｡
また､新規学卒者の⼊社日について､４月1日が一般的ですが､異なる場合は､｢補足事項｣欄に記⼊し
てください。
なお､ハローワークが情報を追加する場合がありますので､あらかじめご了承ください。

企業全体※の募

集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

（１）研修の有無 (全角 文字以内）

⻘少年雇用情報は､可能な限り全ての
項目を記⼊していただくようお願いし
ます｡
･全ての項目を記⼊することが難しい場合でも､
情報提供の義務(｢企業全体の募集･採用に関す
る情報｣｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に
関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定

10 11 9
1 2 1

6 7 4
4 4 5

18.5 41.7

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

１ あり

企業全体※の職業

能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定
着の促進に関する取組の実施状況｣の欄におい
て､それぞれで１項目以上の情報提供)にとどま
らない積極的な情報提供をお願いします｡
･数値を算出して記⼊する項目については､小数
点第２位を切り捨て､小数点第１位まで記⼊し
てください｡
･｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に関する
取組の実施状況｣については､制度として就業規
則や労働協約に規定されていなくても､継続的
に実施しており､かつそのことが従業員に周知
されていれば｢あり｣と記⼊してください｡

新⼊社員導⼊研修、英語講座（通信制）、簿記検定講座（社外講座）、
管理職研修 等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填

⼊社直後、⼊社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に
関する相談を実施

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

日

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

　　　１．あり
　　　２．なし

％

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

企業全体※の職場

への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

青少
年雇
用情
報

女性

（４）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合：

霞ヶ関電子工業社内検定 ｢新卒者等の採用者数/離職者数｣

新卒者のほか､新卒者と同じ採用枠で採用
した既卒者など､新卒者と同等の処遇を⾏
うものを含みます｡直近で終了している事
業年度を含む３年度間についての状況を記
⼊してください｡離職者数は､各年度の採用
者数のうち､記⼊日現在における離職者数
を記⼊してください｡

15.5

10.7

12 10

9 2

22.1 30.5

高卒

4 3 9

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

区分毎の募集
・採用に関する

情報

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年

｢平均継続勤務年数｣

労働者ごとの雇い⼊れられてから記⼊日
の時点までに勤続した年数を合計した値
を､労働者数で割って算出します｡

｢従業員の平均年齢｣(参考値)

若者雇用促進法に基づく⻘少年雇用情報の
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項目ではありませんが､参考値として､記⼊
日時点での平均年齢も可能な限り記⼊して
ください｡平均勤続勤務年数及び平均年齢
は､事業年度末時点､事業年度当初等､求人
申込書記⼊日直近の数値としても差し支え
ありません｡

｢研修の有無及びその内容｣

具体的な対象者､内容を示してください｡

｢キャリア・コンサルティング
(※１)制度の有無及びその内容｣

セルフ･キャリアドック(※2)を実施している場
合は､その情報を含めて記⼊してください。キャ
リアコンサルティングを実施する者が企業に雇
用されているかどうか、また資格の有無は問い
ませんが､企業内の仕組みとしてキャリアコンサ
ルティングが実施されていることが必要です｡

※１ キャリアコンサルティング

｢役員及び管理的地位にある者に占める
⼥性の割合｣

求人区分に関わらず､企業全体に雇用される全て
の労働者に関する情報としてください｡

＊｢管理的地位にある者｣とは､原則としていわゆ
る課⻑級以上が該当します｡

全ての研修の内容を書き切れない場合は､
主な研修の内容のみ記⼊してください｡

｢自己啓発支援の有無及びその内容｣

教育訓練休暇制度､教育訓練短時間勤務制
度がある場合は､その情報を含めて記⼊し
てください｡他には､配置等についての配慮､
始終業時刻の変更､資格取得の費用補助等
もこの欄に記⼊してください｡

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択､職業生活設計また
は職業能⼒の開発や向上に関する相談に
応じ､助言や指導を⾏う｡

※２ セルフ･キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知
識･能⼒等を確認することを通じて主体的なキ
ャリア形成を⾏うことを支援するため､年齢､
就業年数､役職等の節目において定期的にキャ
リアコンサルティングを受ける機会を設定す
る仕組み｡

｢前事業年度の育児休業取得者数／出産者数｣

・育児休業取得者数及び出産者数について､いず
れも記載してください。

・男性については､配偶者の出産者数を記載して
ください。

｢区分毎の情報｣

｢メンター制度の有無｣

メンター制度とは､新たに雇い⼊れた新規
学卒者等からの職業能⼒の開発及び向上そ
の他の職業生活に関する相談に応じ､並び
に必要な助言その他の援助を⾏う者を当該
新規学卒者等に割り当てる制度のことです｡

｢区分毎の情報｣
(本求人に対する追加の情報提供)

企業全体の情報のほか､求人申込みを⾏っている
採用区分(例：総合職/一般職)､学歴別(大卒/高
卒)や事業所別､職種別などの情報についても､追
加情報として極⼒記⼊してください｡

＊追加の情報については､貴社の任意の区分の
情報で構いません。

｢前事業年度の⽉平均所定外労働時間・
有給休暇の平均取得日数｣の対象者

管理的地位にある者については算出対象から除
いて構いません｡
また､有給休暇が付与されていない者については､
有給休暇の平均取得日数の算出対象から除いて
構いません｡

｢社内検定等の制度の有無及びその内容｣
【 記載する情報についての留意事項 】

・｢企業(⇔区分毎)｣の情報については､求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください｡
・原則として､求人申込書の記⼊日時点の最新の状況について記載してください｡

無 ｣

労働者に対し､企業が実施する職業に必要
な知識･技能に関する検定制度の有無､内容
を記⼊してください｡自ら実施する社内検
定のほか､業界団体が実施する検定を活用
する場合も含みます｡

− 30 − − 31 −



人 人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

求人数 通勤： 住込： 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

年 月 日

1 0

選考方法

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

2 年 10 月 1 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

事業所所在地と じ 事業所情報 登録 た就業場所名称 選考場所を記

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　　　　　　　　　　　　                                           

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

｢求人数｣

求人者が⼊居可能住宅を用意しない
場合には｢通勤｣､用意した住宅に⼊
居することを条件とするときは｢住
込｣､雇い⼊れる労働者の希望があれ
ば用意するときは｢不問｣に記⼊して
ください｡

７

5

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

※事業所登録情報と異なる場合に記入

｢既卒者等の応募可否･⼊社日｣

高卒既卒者の応募の可否を選択して
ください｡応募可の場合､｢既卒者等
の⼊社日｣欄に⼊社日の詳細を記⼊
してください｡

- -

- -選考
方法

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者 電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

特別 支払われ 手当

・試用期間３ヶ月
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。
・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。
【ユースエール認定企業】事業所ＰＲシートあり
ポータルサイト（http://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/）でご覧になれます。

｢応募前職場⾒学｣

生徒に応募先選定･確認の機会をで
きる限り与えるため､積極的な受⼊
れをお願いいたします｡｢応募前職場
⾒学｣の可否について､｢可｣を選択し
た場合には､｢随時｣又は｢補足事項欄

Eメールアドレス

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県：

都道府県：

都道府県：

参照｣を選択し､｢補足事項欄参照｣を
選択した場合には｢補足事項｣欄に詳
細を記⼊してください｡
なお､応募前職場⾒学は､生徒が事

前に職業や職場への理解を深め､適
切な職業選択や､事前の理解不⾜に
よる就職後の早期離職の防⽌を目的
として⾏っていただくものです｡こ
のことをご理解いただき､応募前職
場⾒学が求人者の採用選考の場とな 紹介希望安定所： 求人連絡数： 人都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

場⾒学が求人者の採用選考の場とな
らないよう十分にご注意ください｡

｢選考方法｣

選考方法において､｢その他｣を選択
した場合は､詳細を｢その他の選考方
法｣欄に記⼊してください また 適 (全角600文字以内）法｣欄に記⼊してください｡また､適
性検査の具体的な検査名も､｢その他
の選考方法｣欄に記⼊してください｡

｢受付期間｣
｢選考日｣

高校生の推薦開始期日は 推薦文書

｢補⾜事項｣
｢求人条件にかかる特記事項｣

高校生の推薦開始期日は､推薦文書
の到達が９月５日(沖縄県について
は８月30日)以降となっています｡
また､選考開始期日は９月16日以降
となっています｡ご注意ください｡

各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記⼊してください｡
また､新規学卒者の⼊社日について､４月1日が一般的ですが､異なる場合は､｢補足事項｣欄に記⼊し
てください。
なお､ハローワークが情報を追加する場合がありますので､あらかじめご了承ください。

企業全体※の募

集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

（１）研修の有無 (全角 文字以内）

⻘少年雇用情報は､可能な限り全ての
項目を記⼊していただくようお願いし
ます｡
･全ての項目を記⼊することが難しい場合でも､
情報提供の義務(｢企業全体の募集･採用に関す
る情報｣｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に
関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定

10 11 9
1 2 1

6 7 4
4 4 5

18.5 41.7

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

１ あり

企業全体※の職業

能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定
着の促進に関する取組の実施状況｣の欄におい
て､それぞれで１項目以上の情報提供)にとどま
らない積極的な情報提供をお願いします｡
･数値を算出して記⼊する項目については､小数
点第２位を切り捨て､小数点第１位まで記⼊し
てください｡
･｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に関する
取組の実施状況｣については､制度として就業規
則や労働協約に規定されていなくても､継続的
に実施しており､かつそのことが従業員に周知
されていれば｢あり｣と記⼊してください｡

新⼊社員導⼊研修、英語講座（通信制）、簿記検定講座（社外講座）、
管理職研修 等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填

⼊社直後、⼊社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に
関する相談を実施

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

日

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

　　　１．あり
　　　２．なし

％

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

企業全体※の職場

への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

青少
年雇
用情
報

女性

（４）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合：

霞ヶ関電子工業社内検定 ｢新卒者等の採用者数/離職者数｣

新卒者のほか､新卒者と同じ採用枠で採用
した既卒者など､新卒者と同等の処遇を⾏
うものを含みます｡直近で終了している事
業年度を含む３年度間についての状況を記
⼊してください｡離職者数は､各年度の採用
者数のうち､記⼊日現在における離職者数
を記⼊してください｡

15.5

10.7

12 10

9 2

22.1 30.5

高卒

4 3 9

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

区分毎の募集
・採用に関する

情報

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年

｢平均継続勤務年数｣

労働者ごとの雇い⼊れられてから記⼊日
の時点までに勤続した年数を合計した値
を､労働者数で割って算出します｡

｢従業員の平均年齢｣(参考値)

若者雇用促進法に基づく⻘少年雇用情報の
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項目ではありませんが､参考値として､記⼊
日時点での平均年齢も可能な限り記⼊して
ください｡平均勤続勤務年数及び平均年齢
は､事業年度末時点､事業年度当初等､求人
申込書記⼊日直近の数値としても差し支え
ありません｡

｢研修の有無及びその内容｣

具体的な対象者､内容を示してください｡

｢キャリア・コンサルティング
(※１)制度の有無及びその内容｣

セルフ･キャリアドック(※2)を実施している場
合は､その情報を含めて記⼊してください。キャ
リアコンサルティングを実施する者が企業に雇
用されているかどうか、また資格の有無は問い
ませんが､企業内の仕組みとしてキャリアコンサ
ルティングが実施されていることが必要です｡

※１ キャリアコンサルティング

｢役員及び管理的地位にある者に占める
⼥性の割合｣

求人区分に関わらず､企業全体に雇用される全て
の労働者に関する情報としてください｡

＊｢管理的地位にある者｣とは､原則としていわゆ
る課⻑級以上が該当します｡

全ての研修の内容を書き切れない場合は､
主な研修の内容のみ記⼊してください｡

｢自己啓発支援の有無及びその内容｣

教育訓練休暇制度､教育訓練短時間勤務制
度がある場合は､その情報を含めて記⼊し
てください｡他には､配置等についての配慮､
始終業時刻の変更､資格取得の費用補助等
もこの欄に記⼊してください｡

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択､職業生活設計また
は職業能⼒の開発や向上に関する相談に
応じ､助言や指導を⾏う｡

※２ セルフ･キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知
識･能⼒等を確認することを通じて主体的なキ
ャリア形成を⾏うことを支援するため､年齢､
就業年数､役職等の節目において定期的にキャ
リアコンサルティングを受ける機会を設定す
る仕組み｡

｢前事業年度の育児休業取得者数／出産者数｣

・育児休業取得者数及び出産者数について､いず
れも記載してください。

・男性については､配偶者の出産者数を記載して
ください。

｢区分毎の情報｣

｢メンター制度の有無｣

メンター制度とは､新たに雇い⼊れた新規
学卒者等からの職業能⼒の開発及び向上そ
の他の職業生活に関する相談に応じ､並び
に必要な助言その他の援助を⾏う者を当該
新規学卒者等に割り当てる制度のことです｡

｢区分毎の情報｣
(本求人に対する追加の情報提供)

企業全体の情報のほか､求人申込みを⾏っている
採用区分(例：総合職/一般職)､学歴別(大卒/高
卒)や事業所別､職種別などの情報についても､追
加情報として極⼒記⼊してください｡

＊追加の情報については､貴社の任意の区分の
情報で構いません。

｢前事業年度の⽉平均所定外労働時間・
有給休暇の平均取得日数｣の対象者

管理的地位にある者については算出対象から除
いて構いません｡
また､有給休暇が付与されていない者については､
有給休暇の平均取得日数の算出対象から除いて
構いません｡

｢社内検定等の制度の有無及びその内容｣
【 記載する情報についての留意事項 】

・｢企業(⇔区分毎)｣の情報については､求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください｡
・原則として､求人申込書の記⼊日時点の最新の状況について記載してください｡

無 ｣

労働者に対し､企業が実施する職業に必要
な知識･技能に関する検定制度の有無､内容
を記⼊してください｡自ら実施する社内検
定のほか､業界団体が実施する検定を活用
する場合も含みます｡

− 30 − − 31 −

人 人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

求人数 通勤： 住込： 不問：

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

年 月 日

1 0

選考方法

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

2 年 10 月 1 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

応募前職場見学 複数応募
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

事業所所在地と じ 事業所情報 登録 た就業場所名称 選考場所を記

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　　　　　　　　　　　　                                           

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

｢求人数｣

求人者が⼊居可能住宅を用意しない
場合には｢通勤｣､用意した住宅に⼊
居することを条件とするときは｢住
込｣､雇い⼊れる労働者の希望があれ
ば用意するときは｢不問｣に記⼊して
ください｡

７

5

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

※事業所登録情報と異なる場合に記入

｢既卒者等の応募可否･⼊社日｣

高卒既卒者の応募の可否を選択して
ください｡応募可の場合､｢既卒者等
の⼊社日｣欄に⼊社日の詳細を記⼊
してください｡

- -

- -選考
方法

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者 電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

特別 支払われ 手当

・試用期間３ヶ月
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。
・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。
【ユースエール認定企業】事業所ＰＲシートあり
ポータルサイト（http://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/）でご覧になれます。

｢応募前職場⾒学｣

生徒に応募先選定･確認の機会をで
きる限り与えるため､積極的な受⼊
れをお願いいたします｡｢応募前職場
⾒学｣の可否について､｢可｣を選択し
た場合には､｢随時｣又は｢補足事項欄

Eメールアドレス

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県： ○○ △△ 1

都道府県：

都道府県：

都道府県：

参照｣を選択し､｢補足事項欄参照｣を
選択した場合には｢補足事項｣欄に詳
細を記⼊してください｡
なお､応募前職場⾒学は､生徒が事

前に職業や職場への理解を深め､適
切な職業選択や､事前の理解不⾜に
よる就職後の早期離職の防⽌を目的
として⾏っていただくものです｡こ
のことをご理解いただき､応募前職
場⾒学が求人者の採用選考の場とな 紹介希望安定所： 求人連絡数： 人都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

場⾒学が求人者の採用選考の場とな
らないよう十分にご注意ください｡

｢選考方法｣

選考方法において､｢その他｣を選択
した場合は､詳細を｢その他の選考方
法｣欄に記⼊してください また 適 (全角600文字以内）法｣欄に記⼊してください｡また､適
性検査の具体的な検査名も､｢その他
の選考方法｣欄に記⼊してください｡

｢受付期間｣
｢選考日｣

高校生の推薦開始期日は 推薦文書

｢補⾜事項｣
｢求人条件にかかる特記事項｣

高校生の推薦開始期日は､推薦文書
の到達が９月５日(沖縄県について
は８月30日)以降となっています｡
また､選考開始期日は９月16日以降
となっています｡ご注意ください｡

各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記⼊してください｡
また､新規学卒者の⼊社日について､４月1日が一般的ですが､異なる場合は､｢補足事項｣欄に記⼊し
てください。
なお､ハローワークが情報を追加する場合がありますので､あらかじめご了承ください。

企業全体※の募

集・
採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

（１）研修の有無 (全角 文字以内）

⻘少年雇用情報は､可能な限り全ての
項目を記⼊していただくようお願いし
ます｡
･全ての項目を記⼊することが難しい場合でも､
情報提供の義務(｢企業全体の募集･採用に関す
る情報｣｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に
関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定

10 11 9
1 2 1

6 7 4
4 4 5

18.5 41.7

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

１ あり

企業全体※の職業

能力
の開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

関する取組の実施状況｣｢企業全体の職場への定
着の促進に関する取組の実施状況｣の欄におい
て､それぞれで１項目以上の情報提供)にとどま
らない積極的な情報提供をお願いします｡
･数値を算出して記⼊する項目については､小数
点第２位を切り捨て､小数点第１位まで記⼊し
てください｡
･｢企業全体の職業能⼒の開発及び向上に関する
取組の実施状況｣については､制度として就業規
則や労働協約に規定されていなくても､継続的
に実施しており､かつそのことが従業員に周知
されていれば｢あり｣と記⼊してください｡

新⼊社員導⼊研修、英語講座（通信制）、簿記検定講座（社外講座）、
管理職研修 等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填

⼊社直後、⼊社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に
関する相談を実施

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

日

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

　　　１．あり
　　　２．なし

％

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別

（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意の区分で

可。

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

企業全体※の職場

への
定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

青少
年雇
用情
報

女性

（４）女性の役員割合： ％ 女性の管理職割合：

霞ヶ関電子工業社内検定 ｢新卒者等の採用者数/離職者数｣

新卒者のほか､新卒者と同じ採用枠で採用
した既卒者など､新卒者と同等の処遇を⾏
うものを含みます｡直近で終了している事
業年度を含む３年度間についての状況を記
⼊してください｡離職者数は､各年度の採用
者数のうち､記⼊日現在における離職者数
を記⼊してください｡

15.5

10.7

12 10

9 2

22.1 30.5

高卒

4 3 9

人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の

実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間： 時間

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数： 日

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

区分毎の募集
・採用に関する

情報

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　　　　　人　２年度前：　　　　　　人　３年度前：　　　　　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年

｢平均継続勤務年数｣

労働者ごとの雇い⼊れられてから記⼊日
の時点までに勤続した年数を合計した値
を､労働者数で割って算出します｡

｢従業員の平均年齢｣(参考値)

若者雇用促進法に基づく⻘少年雇用情報の

0 1 2

2

2

3

1

6

3

20.7 40.2

9.8

12.7

5 2

3 2

項目ではありませんが､参考値として､記⼊
日時点での平均年齢も可能な限り記⼊して
ください｡平均勤続勤務年数及び平均年齢
は､事業年度末時点､事業年度当初等､求人
申込書記⼊日直近の数値としても差し支え
ありません｡

｢研修の有無及びその内容｣

具体的な対象者､内容を示してください｡

｢キャリア・コンサルティング
(※１)制度の有無及びその内容｣

セルフ･キャリアドック(※2)を実施している場
合は､その情報を含めて記⼊してください。キャ
リアコンサルティングを実施する者が企業に雇
用されているかどうか、また資格の有無は問い
ませんが､企業内の仕組みとしてキャリアコンサ
ルティングが実施されていることが必要です｡

※１ キャリアコンサルティング

｢役員及び管理的地位にある者に占める
⼥性の割合｣

求人区分に関わらず､企業全体に雇用される全て
の労働者に関する情報としてください｡

＊｢管理的地位にある者｣とは､原則としていわゆ
る課⻑級以上が該当します｡

全ての研修の内容を書き切れない場合は､
主な研修の内容のみ記⼊してください｡

｢自己啓発支援の有無及びその内容｣

教育訓練休暇制度､教育訓練短時間勤務制
度がある場合は､その情報を含めて記⼊し
てください｡他には､配置等についての配慮､
始終業時刻の変更､資格取得の費用補助等
もこの欄に記⼊してください｡

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択､職業生活設計また
は職業能⼒の開発や向上に関する相談に
応じ､助言や指導を⾏う｡

※２ セルフ･キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知
識･能⼒等を確認することを通じて主体的なキ
ャリア形成を⾏うことを支援するため､年齢､
就業年数､役職等の節目において定期的にキャ
リアコンサルティングを受ける機会を設定す
る仕組み｡

｢前事業年度の育児休業取得者数／出産者数｣

・育児休業取得者数及び出産者数について､いず
れも記載してください。

・男性については､配偶者の出産者数を記載して
ください。

｢区分毎の情報｣

｢メンター制度の有無｣

メンター制度とは､新たに雇い⼊れた新規
学卒者等からの職業能⼒の開発及び向上そ
の他の職業生活に関する相談に応じ､並び
に必要な助言その他の援助を⾏う者を当該
新規学卒者等に割り当てる制度のことです｡

｢区分毎の情報｣
(本求人に対する追加の情報提供)

企業全体の情報のほか､求人申込みを⾏っている
採用区分(例：総合職/一般職)､学歴別(大卒/高
卒)や事業所別､職種別などの情報についても､追
加情報として極⼒記⼊してください｡

＊追加の情報については､貴社の任意の区分の
情報で構いません。

｢前事業年度の⽉平均所定外労働時間・
有給休暇の平均取得日数｣の対象者

管理的地位にある者については算出対象から除
いて構いません｡
また､有給休暇が付与されていない者については､
有給休暇の平均取得日数の算出対象から除いて
構いません｡

｢社内検定等の制度の有無及びその内容｣
【 記載する情報についての留意事項 】

・｢企業(⇔区分毎)｣の情報については､求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください｡
・原則として､求人申込書の記⼊日時点の最新の状況について記載してください｡

無 ｣

労働者に対し､企業が実施する職業に必要
な知識･技能に関する検定制度の有無､内容
を記⼊してください｡自ら実施する社内検
定のほか､業界団体が実施する検定を活用
する場合も含みます｡
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ハローワークでは、事業主の皆さまが登録した求人情報を、地方自治体・地方版ハロー
ワークや民間職業紹介事業者に、オンラインで提供しています（平成��年９月から実施）。
提供の対象は、全国のハローワークにお申し込みいただいた求人（※）です。

地方自治体・地方版ハローワーク・民間職業紹介事業者を利用する
求職者からの求人応募が期待できます

■ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方自治体・地方版
ハローワークや民間職業紹介事業者にオンラインで提供することをお願いしています。

■ただし、これらの機関への求人情報の提供を希望しない場合は、求人申し込み時に希望しない提供先を
選択することもできます。

■この求人情報の提供の可否は、求人申し込み・公開後にも変更することが可能です。

都道府県労働局 ・ハローワーク

（※）大学等を卒業予定の方を対象とした求人や障害者求人も含まれます。

提供先となる「地方自治体・地方版ハローワーク」
■職業安定法第��条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う地方自治体

■自ら職業紹介は行わないが、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体
※求人者および求職者から金銭を徴収しない場合に限ります。
実際に職業紹介（求人事業主への求職者の紹介）を行う委託先の職業紹介事業者にも求人情報は提供されます。

■ハローワークと連携し、求職者に対して職業紹介に準じた個別支援を行う地方自治体

■職業安定法第��条の２第１項に基づき無料の職業紹介事業を行う学校等（中学校・高等学校を除く）

■職業安定法第��条の３第１項に基づき無料職業紹介事業を行う特別の法人

提供先となる「民間職業紹介事業者（民間人材ビジネス）」
■職業安定法第��条第１項に基づき有料職業紹介事業を行う事業者

■職業安定法第��条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う事業者

１．求人情報の提供先

事業主の皆さまへ
ハローワークの求人情報提供サービスをご活用ください

ハローワークを利用する求職者に加えて、
情報提供先（職業紹介事業を行う地方自治体・
地方版ハローワークや民間職業紹介事業者）を
利用する求職者からの求人応募が期待できます。

求人情報提供サービスのメリット

首
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１．求人情報の提供先

事業主の皆さまへ
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■求人情報の提供先となる地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者を、求人事業主が指
定することはできません。提供先となる団体・法人名は、随時、ハローワークインターネットサービス
（���������������������������������������������������������）に掲載されます。

■オンラインで求人情報を提供すると、提供先の地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業
者から、職業紹介や関連するサービスの利用を勧められることがあります。
これらの職業紹介や関連するサービスを希望する場合は、提供先が定める手続きに従い、求人の提出

や所要の契約などを行ってください。

■有料職業紹介事業者による職業紹介は、手数料が発生する場合があります。
手数料について、有料職業紹介事業者から十分に説明を受け、手数料の発生に同意した上で職業紹介

を受けてください。手数料は求人事業主が全額を負担し、ハローワーク（国）は一切負担しません。
その他の関連するサービスも有料の場合があります。有料サービスの利用のために必要な費用は求人
事業主が全額を負担し、ハローワーク（国）は一切負担しません。ご注意ください。

■雇用関係助成金を取り扱っていない地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者から職業
紹介を受けると、職業紹介事業者による職業紹介の利用が要件である雇用関係助成金の支給対象になり
ません（雇用関係助成金を取り扱っている地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者で
あっても、一部の助成金は取り扱っていない場合があります）。

■地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者の提供するサービスについて、ハローワーク
（国）は一切責任を負いません。求人事業主の判断でサービスの利用を決めてください。

■「３．求人情報の提供における留意事項」「４．提供先における求人情報の利用のルール」をよく読
み、ハローワークへ求人を申し込む際に、求人情報提供の可否を確認してください。
提供する場合は、ハローワークインターネットサービスの「求人区分等登録」画面の「□リーフレッ

ト兼同意書の内容を確認し、求人情報のオンライン提供に同意します」にチェックを入れてください。

■求人申込書を利用する場合、リーフレットの最終ページにある同意書を提出してください。

■オンラインでの求人情報の提供を希望しない機関（地方自治体・地方版ハローワーク、民間職業紹介
事業者（民間人材ビジネスと表記されます））がある場合は、その機関にチェックを入れてください。

提供する場合にリーフレッ
トを確認し、チェック

提供しない機関がある場合、
チェック

２．求人申し込み時の手続き

３．求人情報提供の留意事項

☑
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提供先の地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、ハローワークから提供された求人
情報を利用する際は、以下のようなルールを守るよう定められています。

４．提供先における求人情報の利用のルール

詳しくはハローワーク インターネット サービス
（���������������������������������������������������������）
をご覧いただくか、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。

地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、上記ルールに
違反している場合は、最寄りの労働局またはハローワークにご相談ください。

オンライン提供された求人情報をもとに、自ら求人事業主に連絡し、労働条件の明示を受けた上で、求人を受
理し、職業紹介を行うことができる。その際は、以下を遵守すること。

① ハローワークに求人を提出した求人事業主は、そもそも無料の職業紹介を受けることを希望している。有料職
業紹介事業者は、手数料について十分に説明すること。

② 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者は、求人の申し込みを受理した後、求人事業主に対し
て、速やかに書面の交付または電子メールにより、以下を明示すること。
（イ）取り扱い職種の範囲
（ロ）手数料に関する事項（有料職業紹介事業者のみ）
（ハ）苦情の処理に関する事項
（ニ）求人者の情報（職業紹介に係るものに限る）の取り扱いに関する事項
（ホ）求職者の個人情報の取り扱いに関する事項
※ 職業安定法第��条の４および第��条の��に規定。求職者にも明示が必要。

③ 求人事業主の希望がある場合に限り、職業紹介以外の充足サービス（民間職業紹介事業者などが取り扱う求人
広告などの利用勧奨など）や職業紹介に関連したサービス（コンサルティング、受入・定着支援など）を提示
することができる。

④ 求人事業主に対して、労働者派遣や請負など求人事業主の直接雇用ではない形態への転換や無期雇用から有期
雇用への雇用形態の転換、賃金などの労働条件の切り下げを働きかけないこと。
※ 紹介予定派遣は、労働者派遣として開始されるが、労働者派遣の開始前または開始後に職業紹介を行う

前提なので、目的外利用とはならない。

⑤ 雇用関係助成金の取り扱いの有無、取り扱う雇用関係助成金の種類を、あらかじめ求人事業主に十分に説明す
ること。

⑥ 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が求人を受理した後は、民間職業紹介事業者などの求
人であることを求職者に明示すること。

⑦ 地方自治体・地方ハローワークや民間職業紹介事業者が行う職業紹介は、すべて民間職業紹介事業者等の責任
で行うこと。求人内容を含め、ハローワークは一切の責任を負わない。

⑧ 求人事業主の意に反した営業活動を行わないこと。

＊①と⑧は求人情報のオンライン提供先が地方自治体・地方版ハローワークや職業訓練施設の場合には適用され
ません。

ハローワーク 所在地 検 索

��
コード

ハローワークから提供された求人情報と利用する際のルール（主なもの）

− 60 − − 61 −



提供先の地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、ハローワークから提供された求人
情報を利用する際は、以下のようなルールを守るよう定められています。

４．提供先における求人情報の利用のルール

詳しくはハローワーク インターネット サービス
（���������������������������������������������������������）
をご覧いただくか、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。

地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、上記ルールに
違反している場合は、最寄りの労働局またはハローワークにご相談ください。

オンライン提供された求人情報をもとに、自ら求人事業主に連絡し、労働条件の明示を受けた上で、求人を受
理し、職業紹介を行うことができる。その際は、以下を遵守すること。

① ハローワークに求人を提出した求人事業主は、そもそも無料の職業紹介を受けることを希望している。有料職
業紹介事業者は、手数料について十分に説明すること。

② 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者は、求人の申し込みを受理した後、求人事業主に対し
て、速やかに書面の交付または電子メールにより、以下を明示すること。
（イ）取り扱い職種の範囲
（ロ）手数料に関する事項（有料職業紹介事業者のみ）
（ハ）苦情の処理に関する事項
（ニ）求人者の情報（職業紹介に係るものに限る）の取り扱いに関する事項
（ホ）求職者の個人情報の取り扱いに関する事項
※ 職業安定法第��条の４および第��条の��に規定。求職者にも明示が必要。

③ 求人事業主の希望がある場合に限り、職業紹介以外の充足サービス（民間職業紹介事業者などが取り扱う求人
広告などの利用勧奨など）や職業紹介に関連したサービス（コンサルティング、受入・定着支援など）を提示
することができる。

④ 求人事業主に対して、労働者派遣や請負など求人事業主の直接雇用ではない形態への転換や無期雇用から有期
雇用への雇用形態の転換、賃金などの労働条件の切り下げを働きかけないこと。
※ 紹介予定派遣は、労働者派遣として開始されるが、労働者派遣の開始前または開始後に職業紹介を行う

前提なので、目的外利用とはならない。

⑤ 雇用関係助成金の取り扱いの有無、取り扱う雇用関係助成金の種類を、あらかじめ求人事業主に十分に説明す
ること。

⑥ 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が求人を受理した後は、民間職業紹介事業者などの求
人であることを求職者に明示すること。
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ハローワーク求人情報のオンライン提供同意書
ハローワークへ申し込んだ求人情報（画像情報を含む）のオンライン提供に同意します。
※オンライン提供を除外したい提供先は、以下の「求人情報提供を希望しない提供先」で選択

（注）来所者端末や求人者マイページから求人を申し込む場合は、同意書をハローワークに提出いただく
必要はありません。

求人情報提供を
希望しない提供先

希望しない提供先を選択の上、☑（チェック）をご記入ください。

□ １．地方自治体・地方版ハローワーク

□ ２．民間人材ビジネス

該当求人の職種

該当求人の就業場所

留意点

■求人登録の際に、求人情報・事業所名の公開範囲を「�．ハローワークの求職者
に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する」「�．事業所名等を含まない
求人情報を公開する」「��求人情報を公開しない」を選択した場合でも、上記提
供先へのオンライン提供について同意した場合は、当該求人情報は事業所名等を
含めオンライン提供されますので、ご留意ください。

■複数の求人（求人申込書による場合）で同じ公開区分を選択する場合は、１枚
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　Ａ：1.0以上、Ｂ：1.0未満0.7以上、Ｃ：0.7
　未満0.3以上、Ｄ：0.3未満を表す。
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※安定所記載欄

項　目
行動の
状　況
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日
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現
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績
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学年 欠席日数 主　な　理　由

聴　力
右

１ 左
責 任 感 公正･公平

出
席
状
況

備　考

２ 創 意 工 夫

受 付 番 号 受 付 番 号 
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○青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、�

職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針�

�平成��年厚生労働省告示第���号��

（最終改正� 令和４年厚生労働省告示第���号��

第一� 趣旨�

この指針は、青少年の雇用の促進等に関する法律�以下「法」という。�第四条及び第六条

に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体�職業安定法�昭和

二十二年法律第百四十一号�第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。�、

職業紹介事業者等�法第四条第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。�その

他の関係者が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年

の雇用失業情勢等を考慮して、これらの者が講ずべき措置について定めたものである。�

なお、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、

経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意す

ること。�

�

第二� 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置�

一� 労働関係法令等の遵守�

事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者�職業安定法第三十九条に規定する募集受

託者をいう。�一�� 及び第四の三�三�において同じ。�及び求人者は、青少年が適切に職

業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件等が的確に示

されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵

守すること。�

�一�� 募集に当たって遵守すべき事項�

イ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は職業安定法第五条の三第一項の規定に基

づき、募集に応じて労働者になろうとする青少年に対し、従事すべき業務の内容及

び賃金、労働時間その他の労働条件�以下「従事すべき業務の内容等」という。�を可

能な限り速やかに明示しなければならないこと。�

ロ� 求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方

公共団体又は職業紹介事業者�職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者

をいう。以下同じ。�に対し、同法第五条の三第二項の規定に基づき、従事すべき業

務の内容等を明示しなければならないこと。�

ハ� 青少年の募集を行う者、募集受託者及び求人者�以下この�一�において「募集者等」

という。�は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次

に掲げるところによらなければならないこと。�

�イ�� 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。�

�ロ�� 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有

無、休憩時間、休日等について明示すること。また、労働基準法�昭和二十二年

法律第四十九号�第三十八条の三第一項の規定により同項第二号に掲げる時間

労働したものとみなす場合又は同法第三十八条の四第一項の規定により同項第

三号に掲げる時間労働したものとみなす場合は、その旨を明示すること。また、
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～



○青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、�

職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針�

�平成��年厚生労働省告示第���号��

（最終改正� 令和４年厚生労働省告示第���号��

第一� 趣旨�

この指針は、青少年の雇用の促進等に関する法律�以下「法」という。�第四条及び第六条

に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体�職業安定法�昭和

二十二年法律第百四十一号�第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。�、

職業紹介事業者等�法第四条第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。�その

他の関係者が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年

の雇用失業情勢等を考慮して、これらの者が講ずべき措置について定めたものである。�

なお、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、

経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意す

ること。�

�

第二� 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置�

一� 労働関係法令等の遵守�

事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者�職業安定法第三十九条に規定する募集受

託者をいう。�一�� 及び第四の三�三�において同じ。�及び求人者は、青少年が適切に職
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されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵

守すること。�

�一�� 募集に当たって遵守すべき事項�

イ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は職業安定法第五条の三第一項の規定に基

づき、募集に応じて労働者になろうとする青少年に対し、従事すべき業務の内容及

び賃金、労働時間その他の労働条件�以下「従事すべき業務の内容等」という。�を可

能な限り速やかに明示しなければならないこと。�

ロ� 求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方

公共団体又は職業紹介事業者�職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者
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同法第四十一条の二第一項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労

働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示すること。�

�ハ�� 賃金に関しては、賃金形態�月給、日給、時給等の区分�、基本給、定額的に支

払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一

定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払

うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにか

かわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払

われる割増賃金�以下この�ハ�及びレ�ハ�において「固定残業代」という。�に係

る計算方法�固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数�以下この�ハ�

において「固定残業時間」という。�及び金額を明らかにするものに限る。�、固

定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及

び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。�

�ニ�� 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使

用期間の性質を有するものであっても、当該試みの使用期間の終了後の従事す

べき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係る従事すべき業務の内容

等を明示すること。�

ニ� 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、

次に掲げるところによるべきであること。�

�イ�� 原則として、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年�以下この

�一�において「求職者等」という。�と最初に接触する時点までに従事すべき業

務の内容等を明示すること。なお、ハ�ロ�中段及び後段並びにハ�ハ�後段に係る

内容の明示については、特に留意すること。�

�ロ�� 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとする

ときは、その旨を併せて明示すること。�

ホ� 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、

次に掲げる事項に配慮すること。�

�イ�� 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の

水準、範囲等を可能な限り限定すること。�

�ロ�� 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具

体的かつ詳細に明示すること。�

�ハ�� 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容

等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、

従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、

当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。�

ヘ� 求人者及び青少年の募集を行う者�以下この�一�において「求人者等」という。�

は、職業安定法第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者又は

募集に応じて労働者になろうとする青少年�ト及びチにおいて「紹介求職者等」とい

う。�と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項

の規定により明示された従事すべき業務の内容等�以下この�一�において「第一項明

示」という。�を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき

業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする青少年に対し、

当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等�トにおいて「変

更内容等」という。�を明示しなければならないこと。�

ト� 求人者等は、ヘの明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に

理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、

�イ�の方法によることが望ましいものであるが、�ロ�などの方法によることも可能

であること。�

�イ�� 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。�

�ロ�� 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面�労働基準法施行

規則�昭和二十二年厚生省令第二十三号�第五条第四項第一号の規定に基づき送

信されるファクシミリの記録又は同項第二号の規定に基づき送信される電子メ

ールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電

気通信の記録を含む。�において、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、

又は変更内容等を注記すること。なお、第一項明示の一部の事項を削除する場合

にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載するこ

と。�

チ� 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が

終了した後、当該労働契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保さ

れるよう、可能な限り速やかにヘの明示を行うこと。また、ヘの明示を受けた紹介求

職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従

事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明

すること。�

リ� 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものである

こと。また、第一項明示を安易に変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事

すべき業務の内容等を追加してはならないこと。�

ヌ� 学校卒業見込者等�法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同

じ。�については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、削除し、

又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること�ニ�ロ�によ

り、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合にお

いて、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。�は不適切である

こと。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又

は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びヘの明示が書面により行われ

るべきであること。�

ル� 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するもので

あった場合、ヘの明示を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であった

とみなされるものではないこと。�

ヲ� 求人者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべ

き業務の内容等を追加した場合は、求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきで

あること。�

ワ� イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安
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同法第四十一条の二第一項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労
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れるよう、可能な限り速やかにヘの明示を行うこと。また、ヘの明示を受けた紹介求

職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従

事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明

すること。�

リ� 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものである

こと。また、第一項明示を安易に変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事

すべき業務の内容等を追加してはならないこと。�

ヌ� 学校卒業見込者等�法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同

じ。�については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、削除し、

又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること�ニ�ロ�によ

り、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合にお

いて、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。�は不適切である

こと。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又

は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びヘの明示が書面により行われ

るべきであること。�

ル� 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するもので

あった場合、ヘの明示を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であった

とみなされるものではないこと。�

ヲ� 求人者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべ

き業務の内容等を追加した場合は、求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきで

あること。�

ワ� イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安
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定法第五条の三第四項の規定により、次に掲げる事項�ただし、�リ�に掲げる事項に

あっては、青少年を派遣労働者�労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律�昭和六十年法律第八十八号�第二条第二号に規定する派遣労

働者をいう。以下このワにおいて同じ。�として雇用しようとする者に限る。�につい

ては、書面の交付等により行わなければならないこと。�

�イ�� 青少年が従事すべき業務の内容に関する事項�

�ロ�� 労働契約の期間に関する事項�

�ハ�� 試みの使用期間に関する事項�

�ニ�� 就業の場所に関する事項�

�ホ�� 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に

関する事項�

�ヘ�� 賃金�臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能

率手当を除く。�の額に関する事項�

�ト�� 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項�

�チ�� 青少年を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項�

�リ�� 青少年を派遣労働者として雇用しようとする旨�

�ヌ�� 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項�

カ� イ又はロ及びヘによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当

該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従

事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。�

ヨ� 求人者等は、求職者等に対する第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業

紹介又は青少年の募集が終了する日�当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該

明示に係る労働契約を締結する日�までの間保存しなければならないこと。�

タ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広

告、文書の掲出若しくは頒布又は職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二

号）第四条の三第一項に定める方法（レにおいて「広告等」という。）により青少年

の募集に関する情報又は同条第三項に定める情報（レにおいて「青少年の募集等に関

する情報」という。）を提供するに当たっては、同令第四条の二第三項各号に掲げる

事項及びハ（ロ）から（ニ）までにより明示することとされた事項を可能な限り当該

情報に含めることが望ましいこと。�

レ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により青少年の募集等に関する情

報を提供するに当たっては、労働者になろうとする青少年に誤解を生じさせることの

ないよう、次に掲げる事項に留意すること。�

�イ�� 関係会社を有する者が青少年の募集を行う場合、青少年を雇用する予定の者

を明確にし、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならな

いこと。�

�ロ�� 青少年の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう

表示しなければならないこと。�

�ハ�� 賃金等（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定

残業代等に関する事項をいう。以下この（ハ）において同じ。）について、実際

の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。�

�ニ�� 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いては

ならないこと。�

ソ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第五条の四第二項の規定に

より青少年の募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲

げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。�

�イ�� 青少年の募集を終了した場合又は青少年の募集の内容を変更した場合には、

当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を

速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供（職業安

定法第四条第六項に規定する募集情報等提供をいう。第四の三（六）において同

じ。）を業として行う者（以下「募集情報等提供事業者」という。）に対して当

該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼

すること。�

�ロ�� 青少年の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明ら

かにすること。�

�ハ�� 募集情報等提供事業者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は職業

紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業

を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に

関して適切に対処するための指針（平成十一年労働省告示第百四十一号。以下

「職業紹介事業者等指針」という。）第八の二の（一）により、当該青少年の募

集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。�

ツ� ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当た

り、企業の求める人材像、採用選考に当たって重視する点、職場で求められる能力・

資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、特定地方公共

団体、職業紹介事業者若しくは募集情報等提供事業者に対し明示するよう努めるこ

と。�

ネ� 募集者等は、職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に

取り扱うこと。�

ナ� 青少年の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と

連携を図りつつ、当該事業に係る募集に応じて労働者になろうとする青少年からの

苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。�

ラ� 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、

又は虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込み

を行った場合は、職業安定法第六十五条第九号又は第十号の規定により、罰則の対

象となることに留意すること。�

ム� 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の

学生やインターンシップを行っている者等（以下このムにおいて「就活生等」とい

う。）に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。�

�イ�� 事業主が雇用する労働者の就活生等に対する言動について必要な注意を払う
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定法第五条の三第四項の規定により、次に掲げる事項�ただし、�リ�に掲げる事項に

あっては、青少年を派遣労働者�労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律�昭和六十年法律第八十八号�第二条第二号に規定する派遣労

働者をいう。以下このワにおいて同じ。�として雇用しようとする者に限る。�につい

ては、書面の交付等により行わなければならないこと。�

�イ�� 青少年が従事すべき業務の内容に関する事項�

�ロ�� 労働契約の期間に関する事項�

�ハ�� 試みの使用期間に関する事項�

�ニ�� 就業の場所に関する事項�

�ホ�� 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に

関する事項�

�ヘ�� 賃金�臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能

率手当を除く。�の額に関する事項�

�ト�� 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項�

�チ�� 青少年を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項�

�リ�� 青少年を派遣労働者として雇用しようとする旨�

�ヌ�� 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項�

カ� イ又はロ及びヘによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当

該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従

事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。�

ヨ� 求人者等は、求職者等に対する第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業

紹介又は青少年の募集が終了する日�当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該

明示に係る労働契約を締結する日�までの間保存しなければならないこと。�

タ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広

告、文書の掲出若しくは頒布又は職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二

号）第四条の三第一項に定める方法（レにおいて「広告等」という。）により青少年

の募集に関する情報又は同条第三項に定める情報（レにおいて「青少年の募集等に関

する情報」という。）を提供するに当たっては、同令第四条の二第三項各号に掲げる

事項及びハ（ロ）から（ニ）までにより明示することとされた事項を可能な限り当該

情報に含めることが望ましいこと。�

レ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により青少年の募集等に関する情

報を提供するに当たっては、労働者になろうとする青少年に誤解を生じさせることの

ないよう、次に掲げる事項に留意すること。�

�イ�� 関係会社を有する者が青少年の募集を行う場合、青少年を雇用する予定の者

を明確にし、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならな

いこと。�

�ロ�� 青少年の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう

表示しなければならないこと。�

�ハ�� 賃金等（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定

残業代等に関する事項をいう。以下この（ハ）において同じ。）について、実際

の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。�

�ニ�� 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いては

ならないこと。�

ソ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第五条の四第二項の規定に

より青少年の募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲

げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。�

�イ�� 青少年の募集を終了した場合又は青少年の募集の内容を変更した場合には、

当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を

速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供（職業安

定法第四条第六項に規定する募集情報等提供をいう。第四の三（六）において同

じ。）を業として行う者（以下「募集情報等提供事業者」という。）に対して当

該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼

すること。�

�ロ�� 青少年の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明ら

かにすること。�

�ハ�� 募集情報等提供事業者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は職業

紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業

を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に

関して適切に対処するための指針（平成十一年労働省告示第百四十一号。以下

「職業紹介事業者等指針」という。）第八の二の（一）により、当該青少年の募

集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。�

ツ� ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当た

り、企業の求める人材像、採用選考に当たって重視する点、職場で求められる能力・

資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、特定地方公共

団体、職業紹介事業者若しくは募集情報等提供事業者に対し明示するよう努めるこ

と。�

ネ� 募集者等は、職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に

取り扱うこと。�

ナ� 青少年の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と

連携を図りつつ、当該事業に係る募集に応じて労働者になろうとする青少年からの

苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。�

ラ� 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、

又は虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込み

を行った場合は、職業安定法第六十五条第九号又は第十号の規定により、罰則の対

象となることに留意すること。�

ム� 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の

学生やインターンシップを行っている者等（以下このムにおいて「就活生等」とい

う。）に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。�

�イ�� 事業主が雇用する労働者の就活生等に対する言動について必要な注意を払う
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定法第五条の三第四項の規定により、次に掲げる事項�ただし、�リ�に掲げる事項に

あっては、青少年を派遣労働者�労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律�昭和六十年法律第八十八号�第二条第二号に規定する派遣労

働者をいう。以下このワにおいて同じ。�として雇用しようとする者に限る。�につい

ては、書面の交付等により行わなければならないこと。�

�イ�� 青少年が従事すべき業務の内容に関する事項�

�ロ�� 労働契約の期間に関する事項�

�ハ�� 試みの使用期間に関する事項�

�ニ�� 就業の場所に関する事項�

�ホ�� 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に

関する事項�

�ヘ�� 賃金�臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能

率手当を除く。�の額に関する事項�

�ト�� 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項�

�チ�� 青少年を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項�

�リ�� 青少年を派遣労働者として雇用しようとする旨�

�ヌ�� 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項�

カ� イ又はロ及びヘによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当

該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従

事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。�

ヨ� 求人者等は、求職者等に対する第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業

紹介又は青少年の募集が終了する日�当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該

明示に係る労働契約を締結する日�までの間保存しなければならないこと。�

タ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広

告、文書の掲出若しくは頒布又は職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二

号）第四条の三第一項に定める方法（レにおいて「広告等」という。）により青少年

の募集に関する情報又は同条第三項に定める情報（レにおいて「青少年の募集等に関

する情報」という。）を提供するに当たっては、同令第四条の二第三項各号に掲げる

事項及びハ（ロ）から（ニ）までにより明示することとされた事項を可能な限り当該

情報に含めることが望ましいこと。�

レ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により青少年の募集等に関する情

報を提供するに当たっては、労働者になろうとする青少年に誤解を生じさせることの

ないよう、次に掲げる事項に留意すること。�

�イ�� 関係会社を有する者が青少年の募集を行う場合、青少年を雇用する予定の者

を明確にし、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならな

いこと。�

�ロ�� 青少年の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう

表示しなければならないこと。�

�ハ�� 賃金等（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定

残業代等に関する事項をいう。以下この（ハ）において同じ。）について、実際

の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。�

�ニ�� 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いては

ならないこと。�

ソ� 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第五条の四第二項の規定に

より青少年の募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲

げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。�

�イ�� 青少年の募集を終了した場合又は青少年の募集の内容を変更した場合には、

当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を

速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供（職業安

定法第四条第六項に規定する募集情報等提供をいう。第四の三（六）において同

じ。）を業として行う者（以下「募集情報等提供事業者」という。）に対して当

該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼

すること。�

�ロ�� 青少年の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明ら

かにすること。�

�ハ�� 募集情報等提供事業者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は職業

紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業

を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に

関して適切に対処するための指針（平成十一年労働省告示第百四十一号。以下

「職業紹介事業者等指針」という。）第八の二の（一）により、当該青少年の募

集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。�

ツ� ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当た

り、企業の求める人材像、採用選考に当たって重視する点、職場で求められる能力・

資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、特定地方公共

団体、職業紹介事業者若しくは募集情報等提供事業者に対し明示するよう努めるこ

と。�

ネ� 募集者等は、職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に

取り扱うこと。�

ナ� 青少年の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と

連携を図りつつ、当該事業に係る募集に応じて労働者になろうとする青少年からの

苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。�

ラ� 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、

又は虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込み

を行った場合は、職業安定法第六十五条第九号又は第十号の規定により、罰則の対

象となることに留意すること。�

ム� 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の

学生やインターンシップを行っている者等（以下このムにおいて「就活生等」とい

う。）に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。�

�イ�� 事業主が雇用する労働者の就活生等に対する言動について必要な注意を払う
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よう配慮すること。�

�ロ�� 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）自らの就活生等に対

する言動について必要な注意を払うよう努めること。�

�ハ�� �第三の一の雇用管理上の措置として、職場におけるパワーハラスメント、セ

クシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に関するハラスメント（�ニ�において

「職場におけるパワーハラスメント等」という。）を行ってはならない旨の方針

の明確化等を行う際に、就活生等に対する言動についても、同様の方針を併せて

示すこと。�

�ニ�� �就活生等から職場におけるパワーハラスメント等に類すると考えられる相

談があった場合には、その内容を踏まえて、第三の一の雇用管理上の措置も参考

にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。�

�二�� 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等�

イ� 事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確

実な採用の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面の

交付等により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、

採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定

時にその旨を明示するよう留意すること。�

ロ� 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消し

は無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最

大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。�

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場

合には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保につい

て最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補

償等の要求には誠意を持って対応すること。�

ハ� 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定

者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に

当たるおそれがあることから行わないこと。�

ニ� 採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職活動を

取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の

意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対する公平かつ

公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。�

ホ� 労働契約の締結に当たっては、労働基準法第十五条第一項の規定により、事業主

は、青少年に対して、労働基準法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項として次

に掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、�イ�から�ヘ�ま

でに掲げる事項�昇給に関する事項を除く。�については、書面の交付�同条第四項た

だし書の場合においては、同項各号に掲げる方法を含む。�により明示しなければな

らないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違する場合においては、

同法第十五条第二項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することがで

きることに留意すること。�

�イ�� 労働契約の期間に関する事項�

�ロ�� 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項�

�ハ�� 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項�

�ニ�� 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休

暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関す

る事項�

�ホ�� 賃金�退職手当及び�チ�に規定する賃金を除く。以下この�ホ�において同じ。�

の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する

事項�

�ヘ�� 退職に関する事項�解雇の事由を含む。��

�ト�� 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払�

の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項�

�チ�� 臨時に支払われる賃金�退職手当を除く。�、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨

励加給又は能率手当並びに最低賃金額に関する事項�

�リ�� 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項�

�ヌ�� 安全及び衛生に関する事項�

�ル�� 職業訓練に関する事項�

�ヲ�� 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項�

�ワ�� 表彰及び制裁に関する事項�

�カ�� 休職に関する事項�

ヘ� 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同

法第百二十条第一号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。�

ト� 締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法�平成

十九年法律第百二十八号�第八条の規定により、原則として、青少年及び事業主の合

意が必要であること。なお、就業規則を変更することにより、青少年の不利益に労働

契約の内容である労働条件を変更する場合においては、同法第九条及び第十条の規

定を遵守すること。�

二� 青少年雇用情報の提供�

マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情

報の提供が重要であることに鑑み、事業主等は、法第十三条及び第十四条に規定する青

少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。�

�一�� ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青

少年の雇用の促進等に関する法律施行規則（平成二十七年厚生労働省令第百五十五号。

第四の四において「施行規則」という。）第三条第一項各号に掲げる事項の全てについ

て情報提供することが望ましいこと。�

�二�� 学校卒業見込者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がな

い限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと。�

�三�� 情報提供の求めを行った学校卒業見込者等に対して、当該求めを行ったことを理

由とする不利益な取扱いをしないこと。�

�四�� 情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましい
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よう配慮すること。�
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する言動について必要な注意を払うよう努めること。�

�ハ�� �第三の一の雇用管理上の措置として、職場におけるパワーハラスメント、セ

クシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に関するハラスメント（�ニ�において
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イ� 事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確

実な採用の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面の

交付等により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、
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ロ� 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消し

は無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最

大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。�

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場

合には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保につい

て最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補

償等の要求には誠意を持って対応すること。�
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�ホ�� 賃金�退職手当及び�チ�に規定する賃金を除く。以下この�ホ�において同じ。�

の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する

事項�

�ヘ�� 退職に関する事項�解雇の事由を含む。��

�ト�� 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払�

の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項�

�チ�� 臨時に支払われる賃金�退職手当を除く。�、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨

励加給又は能率手当並びに最低賃金額に関する事項�

�リ�� 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項�

�ヌ�� 安全及び衛生に関する事項�

�ル�� 職業訓練に関する事項�

�ヲ�� 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項�

�ワ�� 表彰及び制裁に関する事項�

�カ�� 休職に関する事項�

ヘ� 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同

法第百二十条第一号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。�

ト� 締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法�平成

十九年法律第百二十八号�第八条の規定により、原則として、青少年及び事業主の合

意が必要であること。なお、就業規則を変更することにより、青少年の不利益に労働

契約の内容である労働条件を変更する場合においては、同法第九条及び第十条の規

定を遵守すること。�

二� 青少年雇用情報の提供�

マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情
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「職場におけるパワーハラスメント等」という。）を行ってはならない旨の方針

の明確化等を行う際に、就活生等に対する言動についても、同様の方針を併せて

示すこと。�

�ニ�� �就活生等から職場におけるパワーハラスメント等に類すると考えられる相

談があった場合には、その内容を踏まえて、第三の一の雇用管理上の措置も参考

にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。�

�二�� 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等�

イ� 事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確

実な採用の見通しに基づいて行うよう努めること。採用内定者に対しては、書面の

交付等により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示するとともに、

採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定

時にその旨を明示するよう留意すること。�

ロ� 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消し

は無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最

大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。�

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場

合には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保につい

て最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補

償等の要求には誠意を持って対応すること。�

ハ� 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定

者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に

当たるおそれがあることから行わないこと。�

ニ� 採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職活動を

取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の

意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対する公平かつ

公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。�

ホ� 労働契約の締結に当たっては、労働基準法第十五条第一項の規定により、事業主

は、青少年に対して、労働基準法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項として次

に掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、�イ�から�ヘ�ま

でに掲げる事項�昇給に関する事項を除く。�については、書面の交付�同条第四項た

だし書の場合においては、同項各号に掲げる方法を含む。�により明示しなければな

らないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違する場合においては、

同法第十五条第二項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することがで

きることに留意すること。�

�イ�� 労働契約の期間に関する事項�

�ロ�� 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項�

�ハ�� 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項�

�ニ�� 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休

暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関す

る事項�

�ホ�� 賃金�退職手当及び�チ�に規定する賃金を除く。以下この�ホ�において同じ。�

の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する

事項�

�ヘ�� 退職に関する事項�解雇の事由を含む。��

�ト�� 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払�

の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項�

�チ�� 臨時に支払われる賃金�退職手当を除く。�、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨

励加給又は能率手当並びに最低賃金額に関する事項�

�リ�� 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項�

�ヌ�� 安全及び衛生に関する事項�

�ル�� 職業訓練に関する事項�

�ヲ�� 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項�

�ワ�� 表彰及び制裁に関する事項�

�カ�� 休職に関する事項�

ヘ� 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同

法第百二十条第一号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。�

ト� 締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法�平成

十九年法律第百二十八号�第八条の規定により、原則として、青少年及び事業主の合

意が必要であること。なお、就業規則を変更することにより、青少年の不利益に労働

契約の内容である労働条件を変更する場合においては、同法第九条及び第十条の規

定を遵守すること。�

二� 青少年雇用情報の提供�

マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情

報の提供が重要であることに鑑み、事業主等は、法第十三条及び第十四条に規定する青

少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。�

�一�� ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青

少年の雇用の促進等に関する法律施行規則（平成二十七年厚生労働省令第百五十五号。

第四の四において「施行規則」という。）第三条第一項各号に掲げる事項の全てについ

て情報提供することが望ましいこと。�

�二�� 学校卒業見込者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がな

い限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと。�

�三�� 情報提供の求めを行った学校卒業見込者等に対して、当該求めを行ったことを理

由とする不利益な取扱いをしないこと。�

�四�� 情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましい
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こと。また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。�

三� 意欲・能力に応じた就職機会の提供等�

事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験につ

いて、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位

による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。�

�一�� 学校等の卒業者の取扱い�

意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者

についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定す

ること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が卒業後少なくとも三年間は

応募できるものとすること。�

また、学校等の新規卒業予定者を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を

設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することが

できるよう検討すること。�

�二�� 学校等の新規卒業予定者に係る採用方法�

イ� 通年採用や秋季採用の積極的な導入�

学校等の新規卒業予定者の採用時期については、春季の一括採用が雇用慣行とし

て定着しているところであるが、何らかの理由により当該時期を逸した青少年に対

しても応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情

に配慮した柔軟な対応を積極的に検討すること。�

ロ� 青少年が希望する地域における就職機会の提供�

青少年が希望する地域において就職し、安定的に働き続けることができるよう、国

や地方公共団体等の施策を活用しながら、いわゆる���ターン就職等による就職機会

の提供に積極的に取り組むことが望ましいこと。�

�三�� 職業経験が少ない青少年等に対する就職機会の提供�

職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用する

ことが困難な場合には、トライアル雇用、雇用型訓練等の積極的な活用により、当該青

少年の適性、能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に安定した職業に

就く機会を提供すること。�

�四�� 選考に当たってのいわゆるフリーター等に対する評価基準�

いわゆるフリーター等についても、その選考に当たっては、その有する適性、能力等

を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、留学経験やボラ

ンティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判

断することが望ましいこと。�

�五�� インターンシップ・職場体験の機会の提供�

青少年の職業意識の形成支援のため、事業主においても、学校や公共職業安定所等

と連携して、インターンシップや職場体験の受入れを行うなど、積極的に協力するこ

とが望ましいこと。�

なお、インターンシップに関しては、「インターンシップを始めとする学生のキャリ

ア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」�平成九年九月十八日文部科

学省・厚生労働省・経済産業省策定�を踏まえた実施が求められること及びインターン

シップや職場体験であっても、労働関係法令が適用される場合もあることに留意が必

要であること。�

四� 学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備�

青少年が、希望する働き方を選択し、自ら主体的・継続的なキャリア形成を図ることを

可能とするためには、より柔軟かつ多様な就業機会の選択肢が必要である。特に、仕事と

生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得、その地域にお

いて中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められる。このため、事業主は、���

利活用の可能性も検討しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。�

�一�� 地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入�

学校卒業見込者等が一定の地域において働き続けることができるよう、広域的な事

業拠点を有する企業は、一定の地域に限定して働ける勤務制度の導入を積極的に検討

すること。�

�二�� キャリア展望に係る情報開示�

学校卒業見込者等が適職を選択し、安定的に働き続けることができるよう、採用後

の就業場所や職務内容等を限定した採用区分については、それぞれの選択肢ごとのキ

ャリア形成の見通しなど、将来のキャリア展望に係る情報開示を積極的に行うこと。�

�

第三� 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置�

一� 雇用管理の改善に係る措置�

事業主は、賃金不払い等の労働関係法令違反が行われないよう適切な雇用管理を行う

こと。また、事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の二第一項、雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十

三号）第十一条第一項及び第十一条の三第一項並びに育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十五条第一項

の規定並びに事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和二年厚生労働省告示第五号）、事業

主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針（平成十八年厚生労働省告示第六百十五号）、事業主が職場における妊娠、出産

等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平

成二十八年厚生労働省告示第三百十二号）及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行

うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置等に関する指針（平成二十一年厚生労働省告示第五百九号）に基づき、職

場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等

に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。�

さらに、事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職

場に定着し、就職した企業で安定的にキャリアを形成していくため、青少年の能力や経

験に応じた適切な待遇を確保するよう雇用管理の改善に努めるとともに、次に掲げる措

置を講ずるよう努めること。�

�一�� 能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示�
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こと。また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。�

三� 意欲・能力に応じた就職機会の提供等�

事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験につ

いて、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位

による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。�

�一�� 学校等の卒業者の取扱い�

意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者

についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定す

ること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が卒業後少なくとも三年間は

応募できるものとすること。�

また、学校等の新規卒業予定者を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を

設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することが

できるよう検討すること。�

�二�� 学校等の新規卒業予定者に係る採用方法�

イ� 通年採用や秋季採用の積極的な導入�

学校等の新規卒業予定者の採用時期については、春季の一括採用が雇用慣行とし

て定着しているところであるが、何らかの理由により当該時期を逸した青少年に対

しても応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情

に配慮した柔軟な対応を積極的に検討すること。�

ロ� 青少年が希望する地域における就職機会の提供�

青少年が希望する地域において就職し、安定的に働き続けることができるよう、国

や地方公共団体等の施策を活用しながら、いわゆる���ターン就職等による就職機会

の提供に積極的に取り組むことが望ましいこと。�

�三�� 職業経験が少ない青少年等に対する就職機会の提供�

職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用する

ことが困難な場合には、トライアル雇用、雇用型訓練等の積極的な活用により、当該青

少年の適性、能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に安定した職業に

就く機会を提供すること。�

�四�� 選考に当たってのいわゆるフリーター等に対する評価基準�

いわゆるフリーター等についても、その選考に当たっては、その有する適性、能力等

を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、留学経験やボラ

ンティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判

断することが望ましいこと。�

�五�� インターンシップ・職場体験の機会の提供�

青少年の職業意識の形成支援のため、事業主においても、学校や公共職業安定所等

と連携して、インターンシップや職場体験の受入れを行うなど、積極的に協力するこ

とが望ましいこと。�

なお、インターンシップに関しては、「インターンシップを始めとする学生のキャリ

ア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」�平成九年九月十八日文部科

学省・厚生労働省・経済産業省策定�を踏まえた実施が求められること及びインターン

シップや職場体験であっても、労働関係法令が適用される場合もあることに留意が必

要であること。�

四� 学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備�

青少年が、希望する働き方を選択し、自ら主体的・継続的なキャリア形成を図ることを

可能とするためには、より柔軟かつ多様な就業機会の選択肢が必要である。特に、仕事と

生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得、その地域にお

いて中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められる。このため、事業主は、���

利活用の可能性も検討しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。�

�一�� 地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入�

学校卒業見込者等が一定の地域において働き続けることができるよう、広域的な事

業拠点を有する企業は、一定の地域に限定して働ける勤務制度の導入を積極的に検討

すること。�

�二�� キャリア展望に係る情報開示�

学校卒業見込者等が適職を選択し、安定的に働き続けることができるよう、採用後

の就業場所や職務内容等を限定した採用区分については、それぞれの選択肢ごとのキ

ャリア形成の見通しなど、将来のキャリア展望に係る情報開示を積極的に行うこと。�

�

第三� 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置�

一� 雇用管理の改善に係る措置�

事業主は、賃金不払い等の労働関係法令違反が行われないよう適切な雇用管理を行う

こと。また、事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の二第一項、雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十

三号）第十一条第一項及び第十一条の三第一項並びに育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十五条第一項

の規定並びに事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和二年厚生労働省告示第五号）、事業

主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針（平成十八年厚生労働省告示第六百十五号）、事業主が職場における妊娠、出産

等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平

成二十八年厚生労働省告示第三百十二号）及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行

うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主

が講ずべき措置等に関する指針（平成二十一年厚生労働省告示第五百九号）に基づき、職

場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等

に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。�

さらに、事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職

場に定着し、就職した企業で安定的にキャリアを形成していくため、青少年の能力や経

験に応じた適切な待遇を確保するよう雇用管理の改善に努めるとともに、次に掲げる措

置を講ずるよう努めること。�

�一�� 能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示�
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こと。また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。�
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を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、留学経験やボラ
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青少年が採用後の職場の実態と入職前の情報に格差を感じることのないよう、職場

で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を明示すること。�

�二�� 不安定な雇用状態にある青少年の正社員登用等�

意欲や能力を有する青少年に安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて雇用

されていること等により不安定な雇用状態にある青少年が希望した場合に、正社員へ

の登用が与えられるような仕組みを検討すること。�

�三�� 労働法制に関する基礎知識の付与�

青少年の労働法制に対する理解促進は、事業主にとっても職場環境の改善やトラブ

ルの防止等に資するものであることを踏まえ、新入社員研修の機会等を捉え、労働法

制の基礎的な内容の周知を図ることが望ましいこと。�

二� 職業能力の開発及び向上に係る措置�

事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することがで

きるようにする観点から、職業能力の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要で

あることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。�

�一�� ����業務の遂行の過程内において行う職業訓練�及び���―���業務の遂行の過程

外において行う職業訓練�を計画的に実施すること。�

�二�� 職業能力開発促進法�昭和四十四年法律第六十四号�第十条の二第二項に規定する

実習併用職業訓練を必要に応じ実施すること。�

�三�� 青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定

めるために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度、企業

内におけるキャリアパス等についての必要な情報の提供、キャリアコンサルティン

グ�職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。�を受け

る機会の確保その他の援助を行うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にす

るため、職業能力評価基準等を活用すること。また、青少年が実務の経験を通じて自

ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、配置その他の雇

用管理について配慮すること。�

�四�� 青少年の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、必要に応じて、有給

教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇の付与、始業及び終業時刻の変更、勤

務時間の短縮の措置等の必要な援助を行うこと。�

�五�� 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード�職業能力開

発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第四の五におい

て同じ。�を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして活用するた

めの支援を行うこと。�

�六�� 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進する

ため、職業能力開発促進法第十一条第一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力

開発推進者の選任を行うこと。�

�

第四� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着

促進のために講ずべき措置�

青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方

公共団体及び職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャ

リアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一

�一�に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。�

一� 青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、地域若者サポートステー

ション及びキャリア形成サポートセンターは、青少年自身が主体的に職業選択及びキャ

リア形成を行えるよう、青少年の希望等を踏まえながら、個々の状況に応じた支援を行

うことが望ましいこと。�

二� 中途退学者及び未就職卒業者への対応�

学校等を中途退学した者�以下この二において「中途退学者」という。�や、卒業時まで

に就職先が決まらなかった者�以下この二において「未就職卒業者」という。�について

は、個々の事情に配慮しつつ希望に応じた就職支援が必要である。�

このため、中途退学者について、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び地域若者サポ

ートステーションは、学校等及び公共職業安定所と協力しつつ相互に連携し、中途退学

者の個々の状況に応じた自立支援を行うとともに、自らの支援内容が中途退学者に対し

て効果的に提供されるようにすること。また、未就職卒業者について、特定地方公共団体

及び職業紹介事業者は、学校等及び新卒応援ハローワークと協力し、個別支援や面接会

の開催など、卒業直後の支援を充実させること。�

三� 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営�

事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して青少年の募集を行う場合

において、募集情報等提供事業者は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に

掲げる事項に留意すること。�

�一�� �職業紹介事業者等指針第四を踏まえ、情報の的確な表示を行うこと。�

�二�� 青少年が、適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する

情報はわかりやすいものとすること、提供する情報の量を適正なものとすること、

青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うこと等について配慮すること。�

�三�� �労働者になろうとする青少年、青少年の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事

業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は職業安定法第四条第十二

項に規定する労働者供給事業者から申出を受けた当該募集情報等提供事業者の募集

情報等提供事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にす

るとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこと。�

�四�� 学生、生徒等を対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事

業運営を行うこと。�

�五�� �職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者は、同法第五条

の五の規定に基づき、及び職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、労働者になろうと

する青少年の個人情報を適切に取り扱うこと。�

�六�� �虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った場合は、

職業安定法第六十五条第九号の規定により、罰則の対象となること。�

四� 青少年雇用情報の提供�

�一�� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者�職業安定法第三十三条の二第一項の規定
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�三�� 青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定

めるために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度、企業

内におけるキャリアパス等についての必要な情報の提供、キャリアコンサルティン

グ�職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。�を受け

る機会の確保その他の援助を行うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にす

るため、職業能力評価基準等を活用すること。また、青少年が実務の経験を通じて自

ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、配置その他の雇

用管理について配慮すること。�

�四�� 青少年の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、必要に応じて、有給

教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇の付与、始業及び終業時刻の変更、勤

務時間の短縮の措置等の必要な援助を行うこと。�

�五�� 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード�職業能力開

発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第四の五におい

て同じ。�を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして活用するた

めの支援を行うこと。�

�六�� 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進する

ため、職業能力開発促進法第十一条第一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力

開発推進者の選任を行うこと。�

�

第四� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着

促進のために講ずべき措置�

青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方

公共団体及び職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャ

リアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一

�一�に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。�

一� 青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、地域若者サポートステー

ション及びキャリア形成サポートセンターは、青少年自身が主体的に職業選択及びキャ

リア形成を行えるよう、青少年の希望等を踏まえながら、個々の状況に応じた支援を行

うことが望ましいこと。�

二� 中途退学者及び未就職卒業者への対応�

学校等を中途退学した者�以下この二において「中途退学者」という。�や、卒業時まで

に就職先が決まらなかった者�以下この二において「未就職卒業者」という。�について

は、個々の事情に配慮しつつ希望に応じた就職支援が必要である。�

このため、中途退学者について、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び地域若者サポ

ートステーションは、学校等及び公共職業安定所と協力しつつ相互に連携し、中途退学

者の個々の状況に応じた自立支援を行うとともに、自らの支援内容が中途退学者に対し

て効果的に提供されるようにすること。また、未就職卒業者について、特定地方公共団体

及び職業紹介事業者は、学校等及び新卒応援ハローワークと協力し、個別支援や面接会

の開催など、卒業直後の支援を充実させること。�

三� 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営�

事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して青少年の募集を行う場合

において、募集情報等提供事業者は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に

掲げる事項に留意すること。�

�一�� �職業紹介事業者等指針第四を踏まえ、情報の的確な表示を行うこと。�

�二�� 青少年が、適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する

情報はわかりやすいものとすること、提供する情報の量を適正なものとすること、

青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うこと等について配慮すること。�

�三�� �労働者になろうとする青少年、青少年の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事

業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は職業安定法第四条第十二

項に規定する労働者供給事業者から申出を受けた当該募集情報等提供事業者の募集

情報等提供事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にす

るとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこと。�

�四�� 学生、生徒等を対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事

業運営を行うこと。�

�五�� �職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者は、同法第五条

の五の規定に基づき、及び職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、労働者になろうと

する青少年の個人情報を適切に取り扱うこと。�

�六�� �虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った場合は、

職業安定法第六十五条第九号の規定により、罰則の対象となること。�

四� 青少年雇用情報の提供�

�一�� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者�職業安定法第三十三条の二第一項の規定
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青少年が採用後の職場の実態と入職前の情報に格差を感じることのないよう、職場

で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を明示すること。�

�二�� 不安定な雇用状態にある青少年の正社員登用等�

意欲や能力を有する青少年に安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて雇用

されていること等により不安定な雇用状態にある青少年が希望した場合に、正社員へ

の登用が与えられるような仕組みを検討すること。�

�三�� 労働法制に関する基礎知識の付与�

青少年の労働法制に対する理解促進は、事業主にとっても職場環境の改善やトラブ

ルの防止等に資するものであることを踏まえ、新入社員研修の機会等を捉え、労働法

制の基礎的な内容の周知を図ることが望ましいこと。�

二� 職業能力の開発及び向上に係る措置�

事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することがで

きるようにする観点から、職業能力の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要で

あることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。�

�一�� ����業務の遂行の過程内において行う職業訓練�及び���―���業務の遂行の過程

外において行う職業訓練�を計画的に実施すること。�

�二�� 職業能力開発促進法�昭和四十四年法律第六十四号�第十条の二第二項に規定する

実習併用職業訓練を必要に応じ実施すること。�

�三�� 青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定

めるために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度、企業

内におけるキャリアパス等についての必要な情報の提供、キャリアコンサルティン

グ�職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。�を受け

る機会の確保その他の援助を行うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にす

るため、職業能力評価基準等を活用すること。また、青少年が実務の経験を通じて自

ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、配置その他の雇

用管理について配慮すること。�

�四�� 青少年の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、必要に応じて、有給

教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇の付与、始業及び終業時刻の変更、勤

務時間の短縮の措置等の必要な援助を行うこと。�

�五�� 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード�職業能力開

発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第四の五におい

て同じ。�を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして活用するた

めの支援を行うこと。�

�六�� 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進する

ため、職業能力開発促進法第十一条第一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力

開発推進者の選任を行うこと。�

�

第四� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着

促進のために講ずべき措置�

青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方

公共団体及び職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャ

リアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一

�一�に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。�

一� 青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、地域若者サポートステー

ション及びキャリア形成サポートセンターは、青少年自身が主体的に職業選択及びキャ

リア形成を行えるよう、青少年の希望等を踏まえながら、個々の状況に応じた支援を行

うことが望ましいこと。�

二� 中途退学者及び未就職卒業者への対応�

学校等を中途退学した者�以下この二において「中途退学者」という。�や、卒業時まで

に就職先が決まらなかった者�以下この二において「未就職卒業者」という。�について

は、個々の事情に配慮しつつ希望に応じた就職支援が必要である。�

このため、中途退学者について、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び地域若者サポ

ートステーションは、学校等及び公共職業安定所と協力しつつ相互に連携し、中途退学

者の個々の状況に応じた自立支援を行うとともに、自らの支援内容が中途退学者に対し

て効果的に提供されるようにすること。また、未就職卒業者について、特定地方公共団体

及び職業紹介事業者は、学校等及び新卒応援ハローワークと協力し、個別支援や面接会

の開催など、卒業直後の支援を充実させること。�

三� 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営�

事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して青少年の募集を行う場合

において、募集情報等提供事業者は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に

掲げる事項に留意すること。�

�一�� �職業紹介事業者等指針第四を踏まえ、情報の的確な表示を行うこと。�

�二�� 青少年が、適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する

情報はわかりやすいものとすること、提供する情報の量を適正なものとすること、

青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うこと等について配慮すること。�

�三�� �労働者になろうとする青少年、青少年の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事

業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は職業安定法第四条第十二

項に規定する労働者供給事業者から申出を受けた当該募集情報等提供事業者の募集

情報等提供事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にす

るとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこと。�

�四�� 学生、生徒等を対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事

業運営を行うこと。�

�五�� �職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者は、同法第五条

の五の規定に基づき、及び職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、労働者になろうと

する青少年の個人情報を適切に取り扱うこと。�

�六�� �虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った場合は、

職業安定法第六十五条第九号の規定により、罰則の対象となること。�

四� 青少年雇用情報の提供�

�一�� 特定地方公共団体及び職業紹介事業者�職業安定法第三十三条の二第一項の規定
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により無料職業紹介事業の届出を行った場合は、学校等も含まれることに留意するこ

と。�は、学校卒業見込者等求人�法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人

をいう。以下同じ。�の申込みを受理する際に、同条の趣旨に沿って、求人者に青少年

雇用情報の提供を求めるとともに、施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てを

提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する職業紹介に活用することが望まし

いこと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場

合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り同項各号に掲げる事項の全てが

掲載されるように取り組むこと。�

求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学

校卒業見込者等から特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があっ

た場合は、法第十四条の趣旨に沿って、特定地方公共団体又は職業紹介事業者から求

人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。こ

の場合において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示す

る必要はないことに留意すること。�

�二�� 募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者等

募集�法第十三条第一項の学校卒業見込者等募集をいう。�を行う事業主の青少年雇用

情報について、可能な限り施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てが掲載され

るように取り組むこと。�

五� 職業能力の開発及び向上に係る措置�

職業訓練機関は、青少年の個性に応じ、かつ、その適性を生かすよう、効果的に職業訓

練を実施すること。また、青少年の状況に応じた、ジョブ・カードを活用した円滑な就職

に向けた支援を行うこと。�

六� 職業生活における自立促進のための措置�

地域若者サポートステーションは、いわゆるニート等に対し、その特性に応じた適職

�法第一条に規定する適職をいう。�の選択その他の職業生活に関する相談の機会、職場

体験機会その他の必要な措置を講ずること。�

七� 青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーショ

ンは、青少年の希望及び状況に応じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、

適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように配慮すること。�

八� その他の各関係者が講ずべき措置�

一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、

全ての関係者は、青少年の希望及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促

進のために必要な支援を適切に行うこと。�
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により無料職業紹介事業の届出を行った場合は、学校等も含まれることに留意するこ

と。�は、学校卒業見込者等求人�法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人

をいう。以下同じ。�の申込みを受理する際に、同条の趣旨に沿って、求人者に青少年

雇用情報の提供を求めるとともに、施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てを

提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する職業紹介に活用することが望まし

いこと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場

合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り同項各号に掲げる事項の全てが

掲載されるように取り組むこと。�

求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学

校卒業見込者等から特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があっ

た場合は、法第十四条の趣旨に沿って、特定地方公共団体又は職業紹介事業者から求

人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。こ

の場合において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示す

る必要はないことに留意すること。�

�二�� 募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者等

募集�法第十三条第一項の学校卒業見込者等募集をいう。�を行う事業主の青少年雇用

情報について、可能な限り施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てが掲載され

るように取り組むこと。�

五� 職業能力の開発及び向上に係る措置�

職業訓練機関は、青少年の個性に応じ、かつ、その適性を生かすよう、効果的に職業訓

練を実施すること。また、青少年の状況に応じた、ジョブ・カードを活用した円滑な就職

に向けた支援を行うこと。�

六� 職業生活における自立促進のための措置�

地域若者サポートステーションは、いわゆるニート等に対し、その特性に応じた適職

�法第一条に規定する適職をいう。�の選択その他の職業生活に関する相談の機会、職場

体験機会その他の必要な措置を講ずること。�

七� 青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーショ

ンは、青少年の希望及び状況に応じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、

適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように配慮すること。�

八� その他の各関係者が講ずべき措置�

一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、

全ての関係者は、青少年の希望及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促

進のために必要な支援を適切に行うこと。�
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により無料職業紹介事業の届出を行った場合は、学校等も含まれることに留意するこ

と。�は、学校卒業見込者等求人�法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人

をいう。以下同じ。�の申込みを受理する際に、同条の趣旨に沿って、求人者に青少年

雇用情報の提供を求めるとともに、施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てを

提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する職業紹介に活用することが望まし

いこと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場

合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り同項各号に掲げる事項の全てが

掲載されるように取り組むこと。�

求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学

校卒業見込者等から特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があっ

た場合は、法第十四条の趣旨に沿って、特定地方公共団体又は職業紹介事業者から求

人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。こ

の場合において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示す

る必要はないことに留意すること。�

�二�� 募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者等

募集�法第十三条第一項の学校卒業見込者等募集をいう。�を行う事業主の青少年雇用

情報について、可能な限り施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てが掲載され

るように取り組むこと。�

五� 職業能力の開発及び向上に係る措置�

職業訓練機関は、青少年の個性に応じ、かつ、その適性を生かすよう、効果的に職業訓

練を実施すること。また、青少年の状況に応じた、ジョブ・カードを活用した円滑な就職

に向けた支援を行うこと。�

六� 職業生活における自立促進のための措置�

地域若者サポートステーションは、いわゆるニート等に対し、その特性に応じた適職

�法第一条に規定する適職をいう。�の選択その他の職業生活に関する相談の機会、職場

体験機会その他の必要な措置を講ずること。�

七� 青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介�

特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーショ

ンは、青少年の希望及び状況に応じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、

適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように配慮すること。�

八� その他の各関係者が講ずべき措置�

一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、

全ての関係者は、青少年の希望及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促

進のために必要な支援を適切に行うこと。�

新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、その円滑
な就職を妨げ、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃
と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決し
てあってはならない重大な問題です。

このため、事業主に対してハローワーク等への事前通知を法令で定めるとともに、
採用内定取消し等の防止について考慮すべき事項を「新規学校卒業者の採用に関する
指針」（厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/index.html）で定めているところ
です。

一方で、現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増し、新規学校
卒業者の採用内定取消しの事例も見られるところです。

今般、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の
改正等を行い、ハハロローーワワーーククにによよるる内内定定取取消消しし事事案案のの一一元元的的把把握握、事事業業主主ががハハロローー
ワワーーククにに通通知知すすべべきき事事項項のの明明確確化化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消
し事案への迅速な対応を図るとともに、採採用用内内定定取取消消ししのの内内容容がが厚厚生生労労働働大大臣臣のの定定めめ
るる場場合合にに該該当当すするるととききはは、、学学生生生生徒徒等等のの適適切切なな職職業業選選択択にに資資すするるたためめ、、そそのの内内容容をを公公
表表することができることとしました。（平成21年１月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行）

新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様には、この改正の趣旨等をご理解い
ただき、適正な採用計画の下、募集・採用活動を進めていただくとともに、採用内定
取消しが行われることのないようにお願いします。

改正等の詳細については、次のとおりです。

厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所

新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用内内定定取取消消ししをを行行おおううととすするる事事業業主主はは、、ああららかかじじめめハハロローー
ワワーークク及及びび施施設設のの長長((注注))にに通通知知すするるここととがが必必要要ととななりりまますす。。

（職業安定法施行規則第35条第2項）

(注)職業安定法第27条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長又は同法第33条の2に基づき
無料の職業紹介事業を行う学校等の長

ハハロローーワワーーククにによよるる内内定定取取消消しし事事案案のの一一元元的的把把握握

新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用内内定定取取消消ししをを行行おおううととすするる事事業業主主はは、、職職業業安安定定局局長長がが定定
めめるる様様式式((注注))にによよりり、、ハハロローーワワーークク及及びび施施設設のの長長にに通通知知すするるここととがが必必要要ととななりりまますす。。

（職業安定法施行規則第35条第2項）

(注)所定の様式には、内定取消し者数、内定取消しを行わなければならない理由、内定取消しの回避のために
検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。

事事業業主主ががハハロローーワワーークク等等にに通通知知すすべべきき事事項項のの明明確確化化

（職業安定法施行規則の改正等の概要）

（H21.1）
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厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、採採用用内内定定取取消消ししのの内内容容がが、、厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合にに該該当当
すするるととききはは、、学学生生生生徒徒等等のの適適切切なな職職業業選選択択にに資資すするるよようう学学生生生生徒徒等等にに情情報報提提供供すす
るるたためめ、、そそのの内内容容をを公公表表すするるここととががででききるるここととととななりりまますす。。

（職業安定法施行規則第17条の4）

「「青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針」」にに、、採採用用
内内定定にに関関すするる規規定定がが追追加加さされれままししたた。。

(注)「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」（平成19年厚生労働省告示第275号）
（厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha-oubokikai.html）

事業主が青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な
職業能力の開発及び向上を図るために講ずべき措置について定めたもの

青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針

採採用用内内定定取取消消ししをを行行っったた企企業業名名のの公公表表

【【【【厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合】】】】
（職業安定法施行規則第17条の４第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成21年厚生労働省告示第５号)）

採用内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合。（ただし、倒産により翌年度の新
規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。）

① ２２年年度度以以上上連連続続ししてて行行わわれれたたもものの

② 同同一一年年度度内内ににおおいいてて1100名名以以上上のの者者にに対対ししてて行行わわれれたたもものの
（内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの
者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。）

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標
等にかんがみ、事事業業活活動動のの縮縮小小をを余余儀儀ななくくさされれてていいるるももののととはは明明ららかかにに認認めめらられれなないい
ととききにに、、行行わわれれたたもものの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・・ 内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた新新規規学学校校卒卒業業者者にに対対ししてて、、内内定定取取消消ししをを行行わわざざるるをを得得

なないい理理由由ににつついいてて十十分分なな説説明明をを行行わわななかかっったたとときき。。
・・ 内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた新新規規学学校校卒卒業業者者のの就就職職先先のの確確保保にに向向けけたた支支援援をを行行わわなな

かかっったたとときき。。

（採用内定に関する規定を抜粋。下線部が改正により追加された箇所）

第２ 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

また、採採用用内内定定をを行行ううにに当当たたっっててはは、、採採否否のの結結果果をを明明確確にに伝伝ええるるととととももにに、、確確実実なな採採用用のの見見
通通ししにに基基づづいいてて行行ううももののととすするるこことと。。採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用
条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用
の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。

さらに、採採用用内内定定者者ににつついいてて労労働働契契約約がが成成立立ししたたとと認認めめらられれるる場場合合ににはは、、客客観観的的にに合合理理的的なな
理理由由をを欠欠きき、、社社会会通通念念上上相相当当ででああるるとと認認めめらられれなないい採採用用内内定定取取消消ししはは無無効効ととさされれるるこことと(※)ににつつ
いいてて十十分分にに留留意意しし、、採採用用内内定定取取消消ししをを防防止止すするるたためめ、、最最大大限限のの経経営営努努力力をを行行うう等等ああららゆゆるる手手段段
をを講講ずずるるこことと。。ままたた、、ややむむをを得得なないい事事情情にによよりり採採用用内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた学学校校等等のの新新規規卒卒
業業予予定定者者のの就就職職先先のの確確保保ににつついいてて最最大大限限のの努努力力をを行行ううととととももにに、、ここれれららのの者者かかららのの補補償償等等のの要要
求求ににはは誠誠意意をを持持っってて対対応応すするるももののととすするるこことと。。

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消しには、労働契
約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

（労働契約法第16条）
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用し

たものとして、無効とする。

※※ 参参 考考
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厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、採採用用内内定定取取消消ししのの内内容容がが、、厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合にに該該当当
すするるととききはは、、学学生生生生徒徒等等のの適適切切なな職職業業選選択択にに資資すするるよようう学学生生生生徒徒等等にに情情報報提提供供すす
るるたためめ、、そそのの内内容容をを公公表表すするるここととががででききるるここととととななりりまますす。。

（職業安定法施行規則第17条の4）

「「青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針」」にに、、採採用用
内内定定にに関関すするる規規定定がが追追加加さされれままししたた。。

(注)「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」（平成19年厚生労働省告示第275号）
（厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha-oubokikai.html）

事業主が青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な
職業能力の開発及び向上を図るために講ずべき措置について定めたもの

青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針

採採用用内内定定取取消消ししをを行行っったた企企業業名名のの公公表表

【【【【厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる場場合合】】】】
（職業安定法施行規則第17条の４第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成21年厚生労働省告示第５号)）

採用内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合。（ただし、倒産により翌年度の新
規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。）

① ２２年年度度以以上上連連続続ししてて行行わわれれたたもものの

② 同同一一年年度度内内ににおおいいてて1100名名以以上上のの者者にに対対ししてて行行わわれれたたもものの
（内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの
者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。）

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標
等にかんがみ、事事業業活活動動のの縮縮小小をを余余儀儀ななくくさされれてていいるるももののととはは明明ららかかにに認認めめらられれなないい
ととききにに、、行行わわれれたたもものの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・・ 内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた新新規規学学校校卒卒業業者者にに対対ししてて、、内内定定取取消消ししをを行行わわざざるるをを得得

なないい理理由由ににつついいてて十十分分なな説説明明をを行行わわななかかっったたとときき。。
・・ 内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた新新規規学学校校卒卒業業者者のの就就職職先先のの確確保保にに向向けけたた支支援援をを行行わわなな

かかっったたとときき。。

（採用内定に関する規定を抜粋。下線部が改正により追加された箇所）

第２ 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

また、採採用用内内定定をを行行ううにに当当たたっっててはは、、採採否否のの結結果果をを明明確確にに伝伝ええるるととととももにに、、確確実実なな採採用用のの見見
通通ししにに基基づづいいてて行行ううももののととすするるこことと。。採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用
条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用
の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。

さらに、採採用用内内定定者者ににつついいてて労労働働契契約約がが成成立立ししたたとと認認めめらられれるる場場合合ににはは、、客客観観的的にに合合理理的的なな
理理由由をを欠欠きき、、社社会会通通念念上上相相当当ででああるるとと認認めめらられれなないい採採用用内内定定取取消消ししはは無無効効ととさされれるるこことと(※)ににつつ
いいてて十十分分にに留留意意しし、、採採用用内内定定取取消消ししをを防防止止すするるたためめ、、最最大大限限のの経経営営努努力力をを行行うう等等ああららゆゆるる手手段段
をを講講ずずるるこことと。。ままたた、、ややむむをを得得なないい事事情情にによよりり採採用用内内定定取取消消ししのの対対象象ととななっったた学学校校等等のの新新規規卒卒
業業予予定定者者のの就就職職先先のの確確保保ににつついいてて最最大大限限のの努努力力をを行行ううととととももにに、、ここれれららのの者者かかららのの補補償償等等のの要要
求求ににはは誠誠意意をを持持っってて対対応応すするるももののととすするるこことと。。

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消しには、労働契
約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

（労働契約法第16条）
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用し

たものとして、無効とする。

※※ 参参 考考

− 102 − − 103 −

新卒者に対する採用内定の取消しは、学生・生徒とそのご家族に大きな
失望を与えるものであり、できる限り防止することが必要です。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」第７条に基づき厚生労働大臣が
定める指針では、事業主の皆さまに対し、以下の努力を求めています。

���������開若 ��

採用内定取消しの防止について
～事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください～

事業主の皆さまへ

１

採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努
力を行う等、あらゆる手段を講じること。
※ 新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる
場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ
ると認められない採用内定の取消し（解雇）は無効とされます。

２

やむを得ない事情により、採用内定の取消し、また
は入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就
職先の確保について最大限の努力を行うとともに、
対象者からの補償等の要求には、誠意を持って対応
すること。

事業主の皆さまの雇用維持の努力を支援するため、雇用調整助成金の
特例を設けました。この特例により、採用したばかりの新規学卒者でも
休業や教育訓練等をさせた場合は助成の対象となります。

３

採用内定の取消しを行う前に、まずは、お近くの
労働局・ハローワークまでご相談ください。
※ また、既に内定取消しを行った場合、労働局・ハローワークへご連
絡いただく必要がありますので、ご連絡をお願いします。

厚厚生生労労働働省省・・都都道道府府県県労労働働局局・・ハハロローーワワーークク
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社　会　保　険　料　等　早　見　表

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月

95,000 4,812 8,967 285 475 14,064 14,254 0 0 14,064 14,254 80,936 80,746

96,000 4,812 8,967 288 480 14,067 14,259 0 0 14,067 14,259 81,933 81,741

97,000 4,812 8,967 291 485 14,070 14,264 0 0 14,070 14,264 82,930 82,736

98,000 4,812 8,967 294 490 14,073 14,269 0 0 14,073 14,269 83,927 83,731

99,000 4,812 8,967 297 495 14,076 14,274 0 0 14,076 14,274 84,924 84,726

100,000 4,812 8,967 300 500 14,079 14,279 0 0 14,079 14,279 85,921 85,721

101,000 5,106 9,516 303 505 14,925 15,127 0 0 14,925 15,127 86,075 85,873

102,000 5,106 9,516 306 510 14,928 15,132 0 0 14,928 15,132 87,072 86,868

103,000 5,106 9,516 309 515 14,931 15,137 130 0 15,061 15,137 87,939 87,863

104,000 5,106 9,516 312 520 14,934 15,142 180 130 15,114 15,272 88,886 88,728

105,000 5,106 9,516 315 525 14,937 15,147 230 180 15,167 15,327 89,833 89,673

106,000 5,106 9,516 318 530 14,940 15,152 290 230 15,230 15,382 90,770 90,618

107,000 5,401 10,065 321 535 15,787 16,001 290 230 16,077 16,231 90,923 90,769

108,000 5,401 10,065 324 540 15,790 16,006 340 290 16,130 16,296 91,870 91,704

109,000 5,401 10,065 327 545 15,793 16,011 390 340 16,183 16,351 92,817 92,649

110,000 5,401 10,065 330 550 15,796 16,016 440 390 16,236 16,406 93,764 93,594

111,000 5,401 10,065 333 555 15,799 16,021 490 440 16,289 16,461 94,711 94,539

112,000 5,401 10,065 336 560 15,802 16,026 540 490 16,342 16,516 95,658 95,484

113,000 5,401 10,065 339 565 15,805 16,031 590 540 16,395 16,571 96,605 96,429

114,000 5,794 10,797 342 570 16,933 17,161 590 540 17,523 17,701 96,477 96,299

115,000 5,794 10,797 345 575 16,936 17,166 640 590 17,576 17,756 97,424 97,244

116,000 5,794 10,797 348 580 16,939 17,171 720 640 17,659 17,811 98,341 98,189

117,000 5,794 10,797 351 585 16,942 17,176 720 720 17,662 17,896 99,338 99,104

118,000 5,794 10,797 354 590 16,945 17,181 830 720 17,775 17,901 100,225 100,099

119,000 5,794 10,797 357 595 16,948 17,186 830 830 17,778 18,016 101,222 100,984

120,000 5,794 10,797 360 600 16,951 17,191 930 830 17,881 18,021 102,119 101,979

121,000 5,794 10,797 363 605 16,954 17,196 930 930 17,884 18,126 103,116 102,874

122,000 6,187 11,529 366 610 18,082 18,326 930 930 19,012 19,256 102,988 102,744

123,000 6,187 11,529 369 615 18,085 18,331 930 930 19,015 19,261 103,985 103,739

124,000 6,187 11,529 372 620 18,088 18,336 1,030 1,030 19,118 19,366 104,882 104,634

125,000 6,187 11,529 375 625 18,091 18,341 1,030 1,030 19,121 19,371 105,879 105,629

126,000 6,187 11,529 378 630 18,094 18,346 1,130 1,130 19,224 19,476 106,776 106,524

127,000 6,187 11,529 381 635 18,097 18,351 1,130 1,130 19,227 19,481 107,773 107,519

128,000 6,187 11,529 384 640 18,100 18,356 1,240 1,240 19,340 19,596 108,660 108,404

129,000 6,187 11,529 387 645 18,103 18,361 1,240 1,240 19,343 19,601 109,657 109,399

130,000 6,579 12,261 390 650 19,230 19,490 1,240 1,240 20,470 20,730 109,530 109,270

131,000 6,579 12,261 393 655 19,233 19,495 1,340 1,340 20,573 20,835 110,427 110,165

132,000 6,579 12,261 396 660 19,236 19,500 1,340 1,340 20,576 20,840 111,424 111,160

133,000 6,579 12,261 399 665 19,239 19,505 1,440 1,440 20,679 20,945 112,321 112,055

134,000 6,579 12,261 402 670 19,242 19,510 1,440 1,440 20,682 20,950 113,318 113,050

135,000 6,579 12,261 405 675 19,245 19,515 1,540 1,540 20,785 21,055 114,215 113,945

136,000 6,579 12,261 408 680 19,248 19,520 1,540 1,540 20,788 21,060 115,212 114,940

137,000 6,579 12,261 411 685 19,251 19,525 1,640 1,640 20,891 21,165 116,109 115,835

138,000 6,972 12,993 414 690 20,379 20,655 1,640 1,640 22,019 22,295 115,981 115,705

139,000 6,972 12,993 417 695 20,382 20,660 1,640 1,640 22,022 22,300 116,978 116,700

140,000 6,972 12,993 420 700 20,385 20,665 1,750 1,750 22,135 22,415 117,865 117,585

141,000 6,972 12,993 423 705 20,388 20,670 1,750 1,750 22,138 22,420 118,862 118,580

142,000 6,972 12,993 426 710 20,391 20,675 1,850 1,850 22,241 22,525 119,759 119,475

143,000 6,972 12,993 429 715 20,394 20,680 1,850 1,850 22,244 22,530 120,756 120,470

144,000 6,972 12,993 432 720 20,397 20,685 1,950 1,950 22,347 22,635 121,653 121,365

145,000 6,972 12,993 435 725 20,400 20,690 1,950 1,950 22,350 22,640 122,650 122,360

146,000 7,365 13,725 438 730 21,528 21,820 1,950 1,950 23,478 23,770 122,522 122,230

147,000 7,365 13,725 441 735 21,531 21,825 2,050 2,050 23,581 23,875 123,419 123,125

148,000 7,365 13,725 444 740 21,534 21,830 2,050 2,050 23,584 23,880 124,416 124,120

149,000 7,365 13,725 447 745 21,537 21,835 2,150 2,150 23,687 23,985 125,313 125,015

150,000 7,365 13,725 450 750 21,540 21,840 2,150 2,150 23,690 23,990 126,310 126,010

151,000 7,365 13,725 453 755 21,543 21,845 2,260 2,260 23,803 24,105 127,197 126,895

152,000 7,365 13,725 456 760 21,546 21,850 2,260 2,260 23,806 24,110 128,194 127,890

153,000 7,365 13,725 459 765 21,549 21,855 2,360 2,360 23,909 24,215 129,091 128,785

154,000 7,365 13,725 462 770 21,552 21,860 2,360 2,360 23,912 24,220 130,088 129,780

155,000 7,856 14,640 465 775 22,961 23,271 2,360 2,360 25,321 25,631 129,679 129,369

156,000 7,856 14,640 468 780 22,964 23,276 2,460 2,360 25,424 25,636 130,576 130,364

157,000 7,856 14,640 471 785 22,967 23,281 2,460 2,460 25,427 25,741 131,573 131,259

158,000 7,856 14,640 474 790 22,970 23,286 2,550 2,460 25,520 25,746 132,480 132,254

159,000 7,856 14,640 477 795 22,973 23,291 2,550 2,550 25,523 25,841 133,477 133,159

160,000 7,856 14,640 480 800 22,976 23,296 2,610 2,550 25,586 25,846 134,414 134,154

161,000 7,856 14,640 483 805 22,979 23,301 2,610 2,610 25,589 25,911 135,411 135,089

162,000 7,856 14,640 486 810 22,982 23,306 2,680 2,610 25,662 25,916 136,338 136,084

163,000 7,856 14,640 489 815 22,985 23,311 2,680 2,680 25,665 25,991 137,335 137,009

164,000 7,856 14,640 492 820 22,988 23,316 2,740 2,680 25,728 25,996 138,272 138,004

165,000 8,347 15,555 495 825 24,397 24,727 2,680 2,680 27,077 27,407 137,923 137,593

166,000 8,347 15,555 498 830 24,400 24,732 2,740 2,740 27,140 27,472 138,860 138,528

167,000 8,347 15,555 501 835 24,403 24,737 2,740 2,740 27,143 27,477 139,857 139,523

168,000 8,347 15,555 504 840 24,406 24,742 2,800 2,800 27,206 27,542 140,794 140,458

169,000 8,347 15,555 507 845 24,409 24,747 2,800 2,800 27,209 27,547 141,791 141,453

　①　雇用保険料は4月～9月分は1,000分の3、10月～3月分は1,000分の5（令和4年度一般の事業の料率）で計算しています。

　②　健康保険料は1,000分の98.2（埼玉県・折半、1円未満四捨五入）で、介護保険第２号被保険者に該当しないものとして計算しています。

　③　厚生年金保険料は標準報酬額に対して1,000分の183（折半、1円未満四捨五入）で計算しています。

　④　税額は月額表甲欄、扶養親族等の数を０人として計算しています。（※毎年１月に源泉徴収税額表改定）

雇用保険 社会保険料 計 所得税額 控除額計 手取額
賃金月額 健康保険 厚生年金
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社　会　保　険　料　等　早　見　表

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月

95,000 4,812 8,967 285 475 14,064 14,254 0 0 14,064 14,254 80,936 80,746

96,000 4,812 8,967 288 480 14,067 14,259 0 0 14,067 14,259 81,933 81,741

97,000 4,812 8,967 291 485 14,070 14,264 0 0 14,070 14,264 82,930 82,736

98,000 4,812 8,967 294 490 14,073 14,269 0 0 14,073 14,269 83,927 83,731

99,000 4,812 8,967 297 495 14,076 14,274 0 0 14,076 14,274 84,924 84,726

100,000 4,812 8,967 300 500 14,079 14,279 0 0 14,079 14,279 85,921 85,721

101,000 5,106 9,516 303 505 14,925 15,127 0 0 14,925 15,127 86,075 85,873

102,000 5,106 9,516 306 510 14,928 15,132 0 0 14,928 15,132 87,072 86,868

103,000 5,106 9,516 309 515 14,931 15,137 130 0 15,061 15,137 87,939 87,863

104,000 5,106 9,516 312 520 14,934 15,142 180 130 15,114 15,272 88,886 88,728

105,000 5,106 9,516 315 525 14,937 15,147 230 180 15,167 15,327 89,833 89,673

106,000 5,106 9,516 318 530 14,940 15,152 290 230 15,230 15,382 90,770 90,618

107,000 5,401 10,065 321 535 15,787 16,001 290 230 16,077 16,231 90,923 90,769

108,000 5,401 10,065 324 540 15,790 16,006 340 290 16,130 16,296 91,870 91,704

109,000 5,401 10,065 327 545 15,793 16,011 390 340 16,183 16,351 92,817 92,649

110,000 5,401 10,065 330 550 15,796 16,016 440 390 16,236 16,406 93,764 93,594

111,000 5,401 10,065 333 555 15,799 16,021 490 440 16,289 16,461 94,711 94,539

112,000 5,401 10,065 336 560 15,802 16,026 540 490 16,342 16,516 95,658 95,484

113,000 5,401 10,065 339 565 15,805 16,031 590 540 16,395 16,571 96,605 96,429

114,000 5,794 10,797 342 570 16,933 17,161 590 540 17,523 17,701 96,477 96,299

115,000 5,794 10,797 345 575 16,936 17,166 640 590 17,576 17,756 97,424 97,244

116,000 5,794 10,797 348 580 16,939 17,171 720 640 17,659 17,811 98,341 98,189

117,000 5,794 10,797 351 585 16,942 17,176 720 720 17,662 17,896 99,338 99,104

118,000 5,794 10,797 354 590 16,945 17,181 830 720 17,775 17,901 100,225 100,099

119,000 5,794 10,797 357 595 16,948 17,186 830 830 17,778 18,016 101,222 100,984

120,000 5,794 10,797 360 600 16,951 17,191 930 830 17,881 18,021 102,119 101,979

121,000 5,794 10,797 363 605 16,954 17,196 930 930 17,884 18,126 103,116 102,874

122,000 6,187 11,529 366 610 18,082 18,326 930 930 19,012 19,256 102,988 102,744

123,000 6,187 11,529 369 615 18,085 18,331 930 930 19,015 19,261 103,985 103,739

124,000 6,187 11,529 372 620 18,088 18,336 1,030 1,030 19,118 19,366 104,882 104,634

125,000 6,187 11,529 375 625 18,091 18,341 1,030 1,030 19,121 19,371 105,879 105,629

126,000 6,187 11,529 378 630 18,094 18,346 1,130 1,130 19,224 19,476 106,776 106,524

127,000 6,187 11,529 381 635 18,097 18,351 1,130 1,130 19,227 19,481 107,773 107,519

128,000 6,187 11,529 384 640 18,100 18,356 1,240 1,240 19,340 19,596 108,660 108,404

129,000 6,187 11,529 387 645 18,103 18,361 1,240 1,240 19,343 19,601 109,657 109,399

130,000 6,579 12,261 390 650 19,230 19,490 1,240 1,240 20,470 20,730 109,530 109,270

131,000 6,579 12,261 393 655 19,233 19,495 1,340 1,340 20,573 20,835 110,427 110,165

132,000 6,579 12,261 396 660 19,236 19,500 1,340 1,340 20,576 20,840 111,424 111,160

133,000 6,579 12,261 399 665 19,239 19,505 1,440 1,440 20,679 20,945 112,321 112,055

134,000 6,579 12,261 402 670 19,242 19,510 1,440 1,440 20,682 20,950 113,318 113,050

135,000 6,579 12,261 405 675 19,245 19,515 1,540 1,540 20,785 21,055 114,215 113,945

136,000 6,579 12,261 408 680 19,248 19,520 1,540 1,540 20,788 21,060 115,212 114,940

137,000 6,579 12,261 411 685 19,251 19,525 1,640 1,640 20,891 21,165 116,109 115,835

138,000 6,972 12,993 414 690 20,379 20,655 1,640 1,640 22,019 22,295 115,981 115,705

139,000 6,972 12,993 417 695 20,382 20,660 1,640 1,640 22,022 22,300 116,978 116,700

140,000 6,972 12,993 420 700 20,385 20,665 1,750 1,750 22,135 22,415 117,865 117,585

141,000 6,972 12,993 423 705 20,388 20,670 1,750 1,750 22,138 22,420 118,862 118,580

142,000 6,972 12,993 426 710 20,391 20,675 1,850 1,850 22,241 22,525 119,759 119,475

143,000 6,972 12,993 429 715 20,394 20,680 1,850 1,850 22,244 22,530 120,756 120,470

144,000 6,972 12,993 432 720 20,397 20,685 1,950 1,950 22,347 22,635 121,653 121,365

145,000 6,972 12,993 435 725 20,400 20,690 1,950 1,950 22,350 22,640 122,650 122,360

146,000 7,365 13,725 438 730 21,528 21,820 1,950 1,950 23,478 23,770 122,522 122,230

147,000 7,365 13,725 441 735 21,531 21,825 2,050 2,050 23,581 23,875 123,419 123,125

148,000 7,365 13,725 444 740 21,534 21,830 2,050 2,050 23,584 23,880 124,416 124,120

149,000 7,365 13,725 447 745 21,537 21,835 2,150 2,150 23,687 23,985 125,313 125,015

150,000 7,365 13,725 450 750 21,540 21,840 2,150 2,150 23,690 23,990 126,310 126,010

151,000 7,365 13,725 453 755 21,543 21,845 2,260 2,260 23,803 24,105 127,197 126,895

152,000 7,365 13,725 456 760 21,546 21,850 2,260 2,260 23,806 24,110 128,194 127,890

153,000 7,365 13,725 459 765 21,549 21,855 2,360 2,360 23,909 24,215 129,091 128,785

154,000 7,365 13,725 462 770 21,552 21,860 2,360 2,360 23,912 24,220 130,088 129,780

155,000 7,856 14,640 465 775 22,961 23,271 2,360 2,360 25,321 25,631 129,679 129,369

156,000 7,856 14,640 468 780 22,964 23,276 2,460 2,360 25,424 25,636 130,576 130,364

157,000 7,856 14,640 471 785 22,967 23,281 2,460 2,460 25,427 25,741 131,573 131,259

158,000 7,856 14,640 474 790 22,970 23,286 2,550 2,460 25,520 25,746 132,480 132,254

159,000 7,856 14,640 477 795 22,973 23,291 2,550 2,550 25,523 25,841 133,477 133,159

160,000 7,856 14,640 480 800 22,976 23,296 2,610 2,550 25,586 25,846 134,414 134,154

161,000 7,856 14,640 483 805 22,979 23,301 2,610 2,610 25,589 25,911 135,411 135,089

162,000 7,856 14,640 486 810 22,982 23,306 2,680 2,610 25,662 25,916 136,338 136,084

163,000 7,856 14,640 489 815 22,985 23,311 2,680 2,680 25,665 25,991 137,335 137,009

164,000 7,856 14,640 492 820 22,988 23,316 2,740 2,680 25,728 25,996 138,272 138,004

165,000 8,347 15,555 495 825 24,397 24,727 2,680 2,680 27,077 27,407 137,923 137,593

166,000 8,347 15,555 498 830 24,400 24,732 2,740 2,740 27,140 27,472 138,860 138,528

167,000 8,347 15,555 501 835 24,403 24,737 2,740 2,740 27,143 27,477 139,857 139,523

168,000 8,347 15,555 504 840 24,406 24,742 2,800 2,800 27,206 27,542 140,794 140,458

169,000 8,347 15,555 507 845 24,409 24,747 2,800 2,800 27,209 27,547 141,791 141,453

　①　雇用保険料は4月～9月分は1,000分の3、10月～3月分は1,000分の5（令和4年度一般の事業の料率）で計算しています。

　②　健康保険料は1,000分の98.2（埼玉県・折半、1円未満四捨五入）で、介護保険第２号被保険者に該当しないものとして計算しています。

　③　厚生年金保険料は標準報酬額に対して1,000分の183（折半、1円未満四捨五入）で計算しています。

　④　税額は月額表甲欄、扶養親族等の数を０人として計算しています。（※毎年１月に源泉徴収税額表改定）

雇用保険 社会保険料 計 所得税額 控除額計 手取額
賃金月額 健康保険 厚生年金

− 132 − − 133 −

社　会　保　険　料　等　早　見　表

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月

雇用保険 社会保険料 計 所得税額 控除額計 手取額
賃金月額 健康保険 厚生年金

170,000 8,347 15,555 510 850 24,412 24,752 2,860 2,860 27,272 27,612 142,728 142,388

171,000 8,347 15,555 513 855 24,415 24,757 2,860 2,860 27,275 27,617 143,725 143,383

172,000 8,347 15,555 516 860 24,418 24,762 2,920 2,920 27,338 27,682 144,662 144,318

173,000 8,347 15,555 519 865 24,421 24,767 2,920 2,920 27,341 27,687 145,659 145,313

174,000 8,347 15,555 522 870 24,424 24,772 2,980 2,980 27,404 27,752 146,596 146,248

175,000 8,838 16,470 525 875 25,833 26,183 2,980 2,920 28,813 29,103 146,187 145,897

176,000 8,838 16,470 528 880 25,836 26,188 2,980 2,980 28,816 29,168 147,184 146,832

177,000 8,838 16,470 531 885 25,839 26,193 3,050 2,980 28,889 29,173 148,111 147,827

178,000 8,838 16,470 534 890 25,842 26,198 3,050 3,050 28,892 29,248 149,108 148,752

179,000 8,838 16,470 537 895 25,845 26,203 3,120 3,050 28,965 29,253 150,035 149,747

180,000 8,838 16,470 540 900 25,848 26,208 3,120 3,120 28,968 29,328 151,032 150,672

181,000 8,838 16,470 543 905 25,851 26,213 3,200 3,120 29,051 29,333 151,949 151,667

182,000 8,838 16,470 546 910 25,854 26,218 3,200 3,200 29,054 29,418 152,946 152,582

183,000 8,838 16,470 549 915 25,857 26,223 3,270 3,200 29,127 29,423 153,873 153,577

184,000 8,838 16,470 552 920 25,860 26,228 3,270 3,270 29,130 29,498 154,870 154,502

185,000 9,329 17,385 555 925 27,269 27,639 3,270 3,270 30,539 30,909 154,461 154,091

186,000 9,329 17,385 558 930 27,272 27,644 3,270 3,270 30,542 30,914 155,458 155,086

187,000 9,329 17,385 561 935 27,275 27,649 3,340 3,340 30,615 30,989 156,385 156,011

188,000 9,329 17,385 564 940 27,278 27,654 3,340 3,340 30,618 30,994 157,382 157,006

189,000 9,329 17,385 567 945 27,281 27,659 3,410 3,410 30,691 31,069 158,309 157,931

190,000 9,329 17,385 570 950 27,284 27,664 3,410 3,410 30,694 31,074 159,306 158,926

191,000 9,329 17,385 573 955 27,287 27,669 3,480 3,480 30,767 31,149 160,233 159,851

192,000 9,329 17,385 576 960 27,290 27,674 3,480 3,480 30,770 31,154 161,230 160,846

193,000 9,329 17,385 579 965 27,293 27,679 3,550 3,550 30,843 31,229 162,157 161,771

194,000 9,329 17,385 582 970 27,296 27,684 3,550 3,550 30,846 31,234 163,154 162,766

195,000 9,820 18,300 585 975 28,705 29,095 3,550 3,550 32,255 32,645 162,745 162,355

196,000 9,820 18,300 588 980 28,708 29,100 3,620 3,550 32,328 32,650 163,672 163,350

197,000 9,820 18,300 591 985 28,711 29,105 3,620 3,620 32,331 32,725 164,669 164,275

198,000 9,820 18,300 594 990 28,714 29,110 3,700 3,620 32,414 32,730 165,586 165,270

199,000 9,820 18,300 597 995 28,717 29,115 3,700 3,700 32,417 32,815 166,583 166,185

200,000 9,820 18,300 600 1,000 28,720 29,120 3,770 3,700 32,490 32,820 167,510 167,180

201,000 9,820 18,300 603 1,005 28,723 29,125 3,770 3,770 32,493 32,895 168,507 168,105

202,000 9,820 18,300 606 1,010 28,726 29,130 3,840 3,770 32,566 32,900 169,434 169,100

203,000 9,820 18,300 609 1,015 28,729 29,135 3,840 3,840 32,569 32,975 170,431 170,025

204,000 9,820 18,300 612 1,020 28,732 29,140 3,910 3,840 32,642 32,980 171,358 171,020

205,000 9,820 18,300 615 1,025 28,735 29,145 3,910 3,910 32,645 33,055 172,355 171,945

206,000 9,820 18,300 618 1,030 28,738 29,150 3,980 3,910 32,718 33,060 173,282 172,940

207,000 9,820 18,300 621 1,035 28,741 29,155 3,980 3,980 32,721 33,135 174,279 173,865

208,000 9,820 18,300 624 1,040 28,744 29,160 4,050 3,980 32,794 33,140 175,206 174,860

209,000 9,820 18,300 627 1,045 28,747 29,165 4,050 4,050 32,797 33,215 176,203 175,785

210,000 10,802 20,130 630 1,050 31,562 31,982 3,980 3,980 35,542 35,962 174,458 174,038

211,000 10,802 20,130 633 1,055 31,565 31,987 4,050 4,050 35,615 36,037 175,385 174,963

212,000 10,802 20,130 636 1,060 31,568 31,992 4,050 4,050 35,618 36,042 176,382 175,958

213,000 10,802 20,130 639 1,065 31,571 31,997 4,120 4,120 35,691 36,117 177,309 176,883

214,000 10,802 20,130 642 1,070 31,574 32,002 4,120 4,120 35,694 36,122 178,306 177,878

215,000 10,802 20,130 645 1,075 31,577 32,007 4,200 4,120 35,777 36,127 179,223 178,873

216,000 10,802 20,130 648 1,080 31,580 32,012 4,200 4,200 35,780 36,212 180,220 179,788

217,000 10,802 20,130 651 1,085 31,583 32,017 4,270 4,200 35,853 36,217 181,147 180,783

218,000 10,802 20,130 654 1,090 31,586 32,022 4,270 4,270 35,856 36,292 182,144 181,708

219,000 10,802 20,130 657 1,095 31,589 32,027 4,340 4,270 35,929 36,297 183,071 182,703

220,000 10,802 20,130 660 1,100 31,592 32,032 4,340 4,340 35,932 36,372 184,068 183,628

221,000 10,802 20,130 663 1,105 31,595 32,037 4,410 4,340 36,005 36,377 184,995 184,623

222,000 10,802 20,130 666 1,110 31,598 32,042 4,410 4,410 36,008 36,452 185,992 185,548

223,000 10,802 20,130 669 1,115 31,601 32,047 4,480 4,410 36,081 36,457 186,919 186,543

224,000 10,802 20,130 672 1,120 31,604 32,052 4,480 4,480 36,084 36,532 187,916 187,468

225,000 10,802 20,130 675 1,125 31,607 32,057 4,550 4,480 36,157 36,537 188,843 188,463

226,000 10,802 20,130 678 1,130 31,610 32,062 4,550 4,550 36,160 36,612 189,840 189,388

227,000 10,802 20,130 681 1,135 31,613 32,067 4,630 4,550 36,243 36,617 190,757 190,383

228,000 10,802 20,130 684 1,140 31,616 32,072 4,630 4,630 36,246 36,702 191,754 191,298

229,000 10,802 20,130 687 1,145 31,619 32,077 4,700 4,630 36,319 36,707 192,681 192,293

230,000 11,784 21,960 690 1,150 34,434 34,894 4,630 4,630 39,064 39,524 190,936 190,476

231,000 11,784 21,960 693 1,155 34,437 34,899 4,630 4,630 39,067 39,529 191,933 191,471

232,000 11,784 21,960 696 1,160 34,440 34,904 4,700 4,700 39,140 39,604 192,860 192,396

233,000 11,784 21,960 699 1,165 34,443 34,909 4,700 4,700 39,143 39,609 193,857 193,391

234,000 11,784 21,960 702 1,170 34,446 34,914 4,770 4,770 39,216 39,684 194,784 194,316

235,000 11,784 21,960 705 1,175 34,449 34,919 4,770 4,770 39,219 39,689 195,781 195,311

236,000 11,784 21,960 708 1,180 34,452 34,924 4,840 4,840 39,292 39,764 196,708 196,236

237,000 11,784 21,960 711 1,185 34,455 34,929 4,840 4,840 39,295 39,769 197,705 197,231

238,000 11,784 21,960 714 1,190 34,458 34,934 4,910 4,910 39,368 39,844 198,632 198,156

239,000 11,784 21,960 717 1,195 34,461 34,939 4,910 4,910 39,371 39,849 199,629 199,151

240,000 11,784 21,960 720 1,200 34,464 34,944 4,980 4,980 39,444 39,924 200,556 200,076

241,000 11,784 21,960 723 1,205 34,467 34,949 4,980 4,980 39,447 39,929 201,553 201,071

242,000 11,784 21,960 726 1,210 34,470 34,954 5,050 5,050 39,520 40,004 202,480 201,996

243,000 11,784 21,960 729 1,215 34,473 34,959 5,050 5,050 39,523 40,009 203,477 202,991

244,000 11,784 21,960 732 1,220 34,476 34,964 5,130 5,130 39,606 40,094 204,394 203,906

245,000 11,784 21,960 735 1,225 34,479 34,969 5,130 5,130 39,609 40,099 205,391 204,901

246,000 11,784 21,960 738 1,230 34,482 34,974 5,200 5,200 39,682 40,174 206,318 205,826

247,000 11,784 21,960 741 1,235 34,485 34,979 5,200 5,200 39,685 40,179 207,315 206,821

248,000 11,784 21,960 744 1,240 34,488 34,984 5,270 5,270 39,758 40,254 208,242 207,746

249,000 11,784 21,960 747 1,245 34,491 34,989 5,270 5,270 39,761 40,259 209,239 208,741

− 132 − − 133 −

Ⅳ
　
資
　
料



　
　
　
　
◎
　
こ
の
一
覧
表
を
常
時
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。

時
間
額

１
,０
０
６
円

適
用
労
働
者

埼埼
玉玉
県県
電電
子子
部部
品品
・・
デデ
ババ
イイ
スス
・・
電電
子子
回回
路路
、、
電電
気気
機機
械械
器器
具具
、、
情情
報報
通通
信信
機機
械械
器器
具具
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
、
電
気
機
械
器
具
製
造
業
（
医
療
用
計
測
器
製
造
業
（
心
電
計
製
造
業
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
業
に

お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会

社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
、
電
気
機
械
器
具
製
造
業
又
は
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
に
分
類

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
３
円

　
左
記
の
事
業
場
で
働
く
労
働
者
。

 
 
た
だ
し
、
以
下
の
者
を
除
く
。

  
１
　
１
８
歳
未
満
又
は
６
５
歳
以
上
の
者

 
２
　
雇
入
れ
後
３
月
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

　
　
 
技
能
習
得
中
の
も
の

 
３
　
手
作
業
に
よ
る
包
装
、
袋
詰
め
、
箱
詰

　
　
 
め
又
は
運
搬
の
業
務
に
主
と
し
て
従
事

　
　
 
す
る
者

 
４
　
清
掃
又
は
片
付
け
の
業
務
に
主
と
し
て

　
　
 
従
事
す
る
者

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

  
  
埼埼

  
玉玉

  
県県

  
のの

  
最最

  
低低

  
賃賃

  
金金

時
間
額

改
正
発
効
日

９
８
７
円

令令
和和
４４
年年

11
00
月月
１１
日日

適
用
労
働
者

 
埼
玉
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
（
特
定

最
低
賃
金
の
適
用
業
種
で
働
く
労
働
者
で
、
適
用
が
除

外
さ
れ
る
者
も
含
む
）

埼埼
  
玉玉

  
県県

  
最最

  
低低

  
賃賃

  
金金

地
域
別
最
低
賃
金

令
和
４
年
1
1
月
１
日
更
新

改
正
発
効
日

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

（
注
）
 
１
　
使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
し
、
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
 
２
　
複
数
の
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
金
額
の
最
も
高
い
も
の
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
 
３
　
派
遣
労
働
者
は
、
派
遣
先
の
事
業
場
に
適
用
さ
れ
る
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
４
　
実
際
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
額
と
最
低
賃
金
額
と
の
比
較
方
法

　
　
　
　
　
 
・
時
間
給
の
場
合
は
、
時
間
給
と
最
低
賃
金
額
を
比
較
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
 
・
月
給
等
の
場
合
は
、
所
定
内
賃
金
か
ら
３
手
当
（
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
家
族
手
当
）
を
差
し
引
い
た
賃
金
額
を
１
時
間
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
て
最
低
賃
金
額
と
比
較
し
ま
す
。

　
　
 
 
 
５
 
 
障
害
に
よ
り
著
し
く
労
働
能
力
が
低
い
者
な
ど
に
つ
い
て
使
用
者
が
埼
玉
労
働
局
長
の
最
低
賃
金
減
額
特
例
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
減
額
し
た
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
埼

玉
労

働
局

労
働
基
準
監
督
署

令 令
和和

44
年年

11
22
月月

11
日日

埼埼
玉玉
県県
非非
鉄鉄
金金
属属
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
非
鉄
金
属
製
造
業
（
非
鉄
金
属
第
１
次
製
錬
・
精
製
業
、
非
鉄
金
属
素
形
材
製
造
業
、
そ
の
他
の
非
鉄
金
属
製
造
業
及
び
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て

管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
非

鉄
金
属
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

埼埼
玉玉
県県
輸輸
送送
用用
機機
械械
器器
具具
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
（
産
業
用
運
搬
車
両
・
同
部
分
品
・
附
属
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
（
自
転
車
・
同
部
分
品
製
造

業
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る

全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
３
円

埼埼
玉玉
県県
光光
学学
機機
械械
器器
具具
・・
レレ
ンン
ズズ
、、
時時
計計
・・
同同
部部
分分
品品
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
左
記
の
事
業
場
で
働
く
労
働
者
。

　
た
だ
し
、
以
下
の
者
を
除
く
。

 
１
　
１
８
歳
未
満
又
は
６
５
歳
以
上
の
者

 
２
　
雇
入
れ
後
３
月
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

　
　
 
技
能
習
得
中
の
も
の

 
３
　
清
掃
又
は
片
付
け
の
業
務
に
主
と
し
て

　
　
 
従
事
す
る
者

　
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
製
造
業
、
時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
、
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
又
は
純
粋
持

株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
製
造
業
又
は
時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）

１
,０
２
２
円

埼埼
玉玉
県県
自自
動動
車車
小小
売売
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
自
動
車
小
売
業
（
二
輪
自
動
車
小
売
業
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動

を
行
う
事
業
所
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
自
動
車
小
売
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
８
円

最最
低低
賃賃
金金
ココ
ーー
ナナ
ーー
はは
ココ
チチ
ララ
⇒⇒
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◎
　
こ
の
一
覧
表
を
常
時
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。

時
間
額

１
,０
０
６
円

適
用
労
働
者

埼埼
玉玉
県県
電電
子子
部部
品品
・・
デデ
ババ
イイ
スス
・・
電電
子子
回回
路路
、、
電電
気気
機機
械械
器器
具具
、、
情情
報報
通通
信信
機機
械械
器器
具具
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
、
電
気
機
械
器
具
製
造
業
（
医
療
用
計
測
器
製
造
業
（
心
電
計
製
造
業
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
業
に

お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会

社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
、
電
気
機
械
器
具
製
造
業
又
は
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
に
分
類

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
３
円

　
左
記
の
事
業
場
で
働
く
労
働
者
。

 
 
た
だ
し
、
以
下
の
者
を
除
く
。

  
１
　
１
８
歳
未
満
又
は
６
５
歳
以
上
の
者

 
２
　
雇
入
れ
後
３
月
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

　
　
 
技
能
習
得
中
の
も
の

 
３
　
手
作
業
に
よ
る
包
装
、
袋
詰
め
、
箱
詰

　
　
 
め
又
は
運
搬
の
業
務
に
主
と
し
て
従
事

　
　
 
す
る
者

 
４
　
清
掃
又
は
片
付
け
の
業
務
に
主
と
し
て

　
　
 
従
事
す
る
者

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

  
  
埼埼

  
玉玉

  
県県

  
のの

  
最最

  
低低

  
賃賃

  
金金

時
間
額

改
正
発
効
日

９
８
７
円

令令
和和
４４
年年

11
00
月月
１１
日日

適
用
労
働
者

 
埼
玉
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
（
特
定

最
低
賃
金
の
適
用
業
種
で
働
く
労
働
者
で
、
適
用
が
除

外
さ
れ
る
者
も
含
む
）

埼埼
  
玉玉

  
県県

  
最最

  
低低

  
賃賃

  
金金

地
域
別
最
低
賃
金

令
和
４
年
1
1
月
１
日
更
新

改
正
発
効
日

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

（
注
）
 
１
　
使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
し
、
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
 
２
　
複
数
の
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
金
額
の
最
も
高
い
も
の
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
 
３
　
派
遣
労
働
者
は
、
派
遣
先
の
事
業
場
に
適
用
さ
れ
る
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
４
　
実
際
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
額
と
最
低
賃
金
額
と
の
比
較
方
法

　
　
　
　
　
 
・
時
間
給
の
場
合
は
、
時
間
給
と
最
低
賃
金
額
を
比
較
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
 
・
月
給
等
の
場
合
は
、
所
定
内
賃
金
か
ら
３
手
当
（
精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
家
族
手
当
）
を
差
し
引
い
た
賃
金
額
を
１
時
間
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
て
最
低
賃
金
額
と
比
較
し
ま
す
。

　
　
 
 
 
５
 
 
障
害
に
よ
り
著
し
く
労
働
能
力
が
低
い
者
な
ど
に
つ
い
て
使
用
者
が
埼
玉
労
働
局
長
の
最
低
賃
金
減
額
特
例
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
減
額
し
た
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
埼

玉
労

働
局

労
働
基
準
監
督
署

令 令
和和

44
年年

11
22
月月

11
日日

埼埼
玉玉
県県
非非
鉄鉄
金金
属属
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
非
鉄
金
属
製
造
業
（
非
鉄
金
属
第
１
次
製
錬
・
精
製
業
、
非
鉄
金
属
素
形
材
製
造
業
、
そ
の
他
の
非
鉄
金
属
製
造
業
及
び
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て

管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
非

鉄
金
属
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

埼埼
玉玉
県県
輸輸
送送
用用
機機
械械
器器
具具
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
（
産
業
用
運
搬
車
両
・
同
部
分
品
・
附
属
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
（
自
転
車
・
同
部
分
品
製
造

業
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る

全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
３
円

埼埼
玉玉
県県
光光
学学
機機
械械
器器
具具
・・
レレ
ンン
ズズ
、、
時時
計計
・・
同同
部部
分分
品品
製製
造造
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
左
記
の
事
業
場
で
働
く
労
働
者
。

　
た
だ
し
、
以
下
の
者
を
除
く
。

 
１
　
１
８
歳
未
満
又
は
６
５
歳
以
上
の
者

 
２
　
雇
入
れ
後
３
月
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

　
　
 
技
能
習
得
中
の
も
の

 
３
　
清
掃
又
は
片
付
け
の
業
務
に
主
と
し
て

　
　
 
従
事
す
る
者

　
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
製
造
業
、
時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
、
こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
又
は
純
粋
持

株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
製
造
業
又
は
時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
に
分
類
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）

１
,０
２
２
円

埼埼
玉玉
県県
自自
動動
車車
小小
売売
業業
最最
低低
賃賃
金金

　
自
動
車
小
売
業
（
二
輪
自
動
車
小
売
業
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
産
業
に
お
い
て
管
理
，
補
助
的
経
済
活
動

を
行
う
事
業
所
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
自
動
車
小
売
業
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

１
,０
１
８
円

最最
低低
賃賃
金金
ココ
ーー
ナナ
ーー
はは
ココ
チチ
ララ
⇒⇒

− 134 − − 135 −− 134 − − 135 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 136 − − 137 −



− 136 − − 137 −− 136 − − 137 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 138 − − 139 −



− 138 − − 139 −− 138 − − 139 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 140 − − 141 −



− 140 − − 141 −− 140 − − 141 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 142 − − 143 −



− 142 − − 143 −− 142 − − 143 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 144 − − 145 −



− 144 − − 145 −− 144 − − 145 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 146 − − 147 −



− 146 − − 147 −− 146 − − 147 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 148 − − 149 −



− 148 − − 149 −− 148 − − 149 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 150 − − 151 −



− 150 − − 151 −− 150 − − 151 −

Ⅳ
　
資
　
料



− 152 −



− 152 −− 152 −









５




